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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年３月１０日（木）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時６分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本靖一  副委員長 大澤千恵子 委　　員 藤浦雅彦
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　小山和重 同部次長兼建築指導課長　大田博和
同部参事　吉田和生 まちづくり支援課長　土井正治
同課参事　磯崎秀彦 都市計画課長　新留清志　同課参事　西川　聡
同課参事　三輪　知広 建築住宅課長　林　弘一
土木下水道部長　宮川茂行 同部次長　藤井義己
同部参事兼公園みどり課長　渡辺勝彦　　同部参事兼道路課長　堀　和夫
交通対策課長　山本博毅　　　　　　下水道業務課長　石川裕司
下水道管理課長　山口　繁　　　　　同課参事　川上昭人　
下水道整備課長　西村克己
水道部長　中岡健二 

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２３年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
議案第　５号　平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

　　議案第１３号　平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）
　　議案第　２号　平成２３年度摂津市水道事業会計予算
　　議案第１０号　平成２２年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）
請願第　１号　生活道路の変更と安全対策に関する請願
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　寒の戻りといいますか、ちょっと冷え

込みもまた厳しいようでございますが、

本日は寒い中、委員会を開催いただきま

して、大変ありがとうございます。

　今日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました所管分について、御審議を

いただくわけでございます。どうぞ慎重

審議の上、御可決、御承認よろしくお願

いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は原田委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第１号所管分、及び議案第９号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、一般会計当初予算の補足説

明をさせていただきます。

　議案第１号、平成２３年度摂津市一般

会計予算のうち、土木下水道部にかかわ

る部分につきまして目を追って主なもの

について、補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料では、節３、ク

リーンセンター使用料は、（仮称）吹田

貨物ターミナル駅の建設工事用車両がク

リーンセンター敷地内を通行することに

伴い、独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構から徴収する使用料と関西

電力の電柱などの占用料でございます。

　目４、農林水産業使用料では、節１、

水路使用料は大阪ガスなどの法定外水路

占用料でございます。

　目５、土木使用料では、節１、道路使

用料は道路占用料でございます。節３、

公園使用料は関西電力の電柱などの公園

占用料でございます。

　節４、駐車場使用料は、自動車及び自

転車駐車場の使用料と駐車場用地使用料

でございます。

　３２ページをお開き願います。

　項２、手数料、目１、総務手数料では、

節１、総務手数料のうち下から２行目の

諸証明手数料は道路幅員証明手数料でご

ざいます。

　目２、衛生手数料では、節５、し尿処

理手数料はし尿処理及び浄化槽汚泥の処

分に係る手数料でございます。

　３４ページをお開き願います。

　目３、農林水産業手数料では、節２、

明示手数料は水路敷地境界明示手数料で

ございます。節３、筆界確認手数料は水

路敷地筆界確認書手数料でございます。

　目４、土木手数料では、節１、明示手

数料のうち上から１行目の道路敷地境界
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等明示手数料と、下から１行目の自転車・

自動車駐車場明示手数料でございます。

　３６ページをお願いします。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金では、節２

地籍調査費補助金は都市再生地籍調査

（官民先行型）委託補助金でございます。

　４６ページをお願いします。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目６、土木費府補助金では、節１、都市

計画費補助金のうち下から２行目の府自

然環境保全条例事務取扱交付金は、事務

処理に関する経費交付金でございます。

　節２、地籍調査費補助金は、都市再生

地籍調査（官民先行型）委託補助金でご

ざいます。

　節３、交通対策費補助金は、防犯カメ

ラ設置補助金でございます。

　節４、権限移譲交付金は、下から１行

目、それと３行目、大阪府からの権限移

譲に伴う交付金でございます。

　４８ページをお開き願います。

　項３、委託金、目２、土木費委託金で

は、節１、土木管理費委託金は河川環境

整備工事委託金と鶴野橋外ポンプ管理委

託金と自転車等移動保管業務委託金でご

ざいます。

　５０ページをお開き願います。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入、節１、土地建

物貸付収入のうち下から１行目、交通対

策課分で摂津交通安全自動車協会への土

地貸付収入でございます。

　５２ページをお開き願います。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目５、節１、緑化基金繰入金は、緑化事

業への緑化基金繰入金でございます。

　５８ページをお開き願います。

　款１９、諸収入、項４、目２、雑入で

は、節１、雑収入のうち上から１６行目

の電力売却収入と、その下、自転車等移

動保管料と自転車等、鉄屑処分金と放置

自転車対策協力金でございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

２４ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費では、その主なものとしまし

て、節７、賃金は、し尿収集事務に係る

下水道業務課の臨時職員の賃金でござい

ます。

　１２６ページをお開き願います。

　目３、し尿処理費では、その主なもの

としまして、節７、賃金はクリーンセン

ターの臨時職員の賃金でございます。

　節１１、需用費はクリーンセンターの

消耗品費、光熱水費、修繕料等でござい

ます。

　節１３、委託料はクリーンセンターの

管理と、し尿収集に係る委託料でござい

ます。

　１２８ページをお開き願います。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

正雀終末処理施設の維持管理負担金及び

整備負担金でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、し

尿汲み取り世帯数の減少に伴う、し尿収

集業者への補償金などでございます。

　１３０ページをお開き願います。

　款５、農林水産業費、項１、農業費、

目４、農業水路費では、農業水路の維持

管理に係る経費で、その主なものとしま

して、節７、賃金は、地元農業関係者に

よる水路しゅんせつ等に係る賃金でござ

います。

　１３２ページをお開き願います。

　節１１、需用費は、農業用施設の光熱

水費と修繕料等でございます。

　節１３、委託料は河原樋ポンプ場外１

件の管理業務委託料でございます。

　節１５、工事請負費は、農業水路に係
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る用水側溝改良工事でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は水

路整備事業等の実施に伴う融資資金の償

還金負担金及び神安土地改良区負担金等

でございます。

　１３８ページをお開き願います。

　款７、土木費、項１、土木管理費、目

１、土木総務費では、その主なものとし

まして、節１３、委託料は、土木施設の

維持に係る土木維持作業業務委託料等で

ございます。

　節２８、繰出金は、公共下水道事業特

別会計への繰出金でございます。

　目２、交通対策費では、その主なもの

としまして、節８、報償費は市民、バス

事業者、行政等で懇談会を設置して、バ

ス交通全体の機能分担の再編を検討する

ための有識者及び委員等の謝礼でござい

ます。

　節１１、需用費は、道路反射鏡定期修

繕事業費、自転車駐車場施設修繕料等で

ございます。

　節１３、委託料は、駐車場管理委託料、

放置自転車等移動委託料、自転車利用者

指導委託料、及び公共施設巡回バス運行

管理業務委託料等でございます。

　節１５、工事請負費は、道路反射鏡設

置工事と交差点改良工事でございます。

　１４０ページをお開き願います。

　節１８、備品購入費は、防犯カメラの

購入費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

その主なものとしまして、市内循環バス

運行補助金等でございます。

　続きまして、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費では、その主

なものとしまして、節１３、委託料は、

駅前広場管理委託料、モノレール駅前広

場管理委託料、摂津市駅駅前広場管理委

託料と都市再生地籍調査業務委託料等で

ございます。

　１４０ページから１４２ページにかけ

まして、目２、道路維持費では、その主

なものとしまして、節１１、需用費の道

路管理に係る維持管理経費のほか、節１

３、委託料の市内環境維持業務委託料等

でございます。

　節１５、工事請負費は、道路維持工事

の事業費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

建築基準法に基づいて、中心後退部分が

発生する狭隘道路の整備への助成金でご

ざいます。

　目４、交通安全対策費では、その主な

ものとしまして、節１５、工事請負費は、

市道鶴野５４号線道路改良事業や交通バ

リアフリー整備事業としての歩道段差切

り下げ工事などの交通安全対策工事の事

業費でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、市

道千里丘三島線の移転補償費でございま

す。

　１４２ページから１４４ページにかけ

まして、項３、水路費、目１、排水路費

では、その主なものとしてまして、節１

１、需用費は排水路施設の光熱水費と修

繕料等でございます。

　節１３、委託料は排水路やポンプ場な

どの維持管理に係る委託料でございます。

　節１５、工事請負費は、排水路に係る

雑工事でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

番田水門設置に伴う内水対策事業の建設

負担金、府営まちづくり整備事業として

大阪府が実施しております番田水門の樋

門改修等の事業償還金負担金、及び安威

川左岸ポンプ場維持管理負担金でござい

ます。

　１４４ページから１４６ページにかけ

まして、項４、都市計画費、目１、都市
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計画総務費では、その主なものとしまし

て、節１、報酬は緑化推進嘱託員の報酬

でございます。

　節７、賃金は緑化推進員の賃金でござ

います。

　１４８ページから１５０ページにかけ

まして、目３、緑化推進費ではその主な

ものとしまして、節１５、工事請負費は、

新幹線公園から水辺沿い堤防敷への桜の

植栽工事でございます。

　節１６、原材料費は、花いっぱい活動

助成をはじめ、市内花壇等の肥料、土、

花の苗、樹木等の購入費でございます。

　１５０ページをお開き願います。

　目４、公園管理費では、その主なもの

としまして、節１１、需用費は、公園等

の光熱水費と修繕料等でございます。

　節１３、委託料は、公園等施設の機能

維持を図るための公園管理委託料と公園

等砂場消毒清掃委託料と、公園遊具点検

業務委託料、新幹線公園の案内板等設置

委託料、並びに公園台帳作成委託料でご

ざいます。

　節１５、工事請負費は、公園遊器具の

取替工事でございます。

　１６０ページをお開き願います。

　款８、項１、消防費、目３、水防費で

は、その主なものとしまして、節１６、

原材料費は水防資材の購入費でございま

す。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

その主なものとしまして淀川右岸水防事

務組合に対する負担金と安威川ダムの建

設に係る水源地域対策特別措置法第１２

条に基づく負担金等でございます。

　続きまして、債務負担行為でございま

すが、８ページをお開き願います。

　第２表、債務負担行為のうち、土木下

水道部に係わりますものは、上から１段

目、道路用地買収事業は市道千里丘三島

線等の道路買収事業に伴う用地で、土地

開発公社に買収をお願いするものでござ

います。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、土木下水道部に係わる部分につき

まして、目を追って主なものについて、

補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、予算書の

１８ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料では、節４、駐

車場使用料は、市立自動車駐車場、及び

自転車駐車場の利用者の減少を見込み、

減額といたしたものでございます。

　２０ページをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金では、節１、

都市計画費補助金は、上から２行目、社

会資本整備総合交付金で、道路維持事業

の増額補正を行うものでございます。

　２２ページをお開き願います。

　款１５、府支出金、項３、委託金、目

３、土木費委託金では、節１、土木管理

費委託金は、河川環境整備工事委託金の

額が確定したことにより、減額となるも

のでございます。

　２４ページをお開き願います。

　款１７、項１、目１、寄附金では、節

１、寄附金のうち、緑化事業寄附金で１

件の寄附を受けたものでございます。

　２６ページをお開き願います。

　款１９、諸収入、項４、目２、雑入で

は、節１、雑収入のうち、下から４行目、

路上放棄車処理協力金と、その下、自転

車等移動保管料等は、年度末見込みによ

り減額となるものでございます。

　続きまして、歳出につきまして、説明
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申し上げます。

　予算書の５２ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目３、

し尿処理費、節１１、需用費は、クリー

ンセンターの管理に係る修繕等が、年度

末見込みにより減額となるものでござい

ます。

　５４ページにかけまして、節１３、委

託料では、樹木管理委託料、及び沈砂槽

等清掃委託料等の委託料が確定したこと

により減額となるものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

正雀終末処理施設に係る維持管理負担金

で、年度末見込みから減額となるもので

ございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、し

尿汲み取り世帯数の減少に対する業者へ

の補償で、前年度減少世帯数が確定した

ことにより減額となるものでございます。

　款５、農林水産費、項１、農業費、目

４、農業水路費では、その主なものとし

まして、節７、賃金は農業用水路しゅん

せつ賃金の金額が確定したことにより、

減額となるものでございます。

　節１１、需用費は、農業用施設の光熱

水費の未執行見込み額を減額するもので

ございます。

　節１３、委託料はポンプ場管理業務委

託料の執行差金を減額するものでござい

ます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

神安土地改良区への負担金で、鳥飼水路、

鳥飼南水路、沖水路安全柵設置工事の金

額が確定したことに伴い、負担金の減額

のほか、農地転用時の決済金により、神

安土地改良区が繰上償還したことに伴い、

地盤沈下対策事業償還金負担金が減額と

なるものでございます。

　５６ページをお願いします。

　款７、土木費、項１、土木管理費、目

１、土木総務費、節２８、繰出金では、

年度末見込みから公共下水道事業特別会

計繰出金を減額するものでございます。

　目２、交通対策費では、その主なもの

としまして、節１１、需用費は道路反射

鏡定期修繕料の執行差金を減額するもの

でございます。

　節１３、委託料は、交通指導業務委託

料と自転車利用者指導委託料の委託業務

仕様の見直しを行い、金額を確定したこ

とにより、減額となるものでございます。

　５８ページをお開き願います。

　項２、道路橋りょう費、目１、道路橋

りょう総務費では、その主なものとしま

して、節１３、委託料は駅前広場管理委

託料、モノレール駅前広場管理委託料、

摂津市駅駅前広場管理委託料、都市再生

地籍調査（官民先行型）業務委託料、現

況平面図等修正及び認定道路網図作成委

託料などの金額が確定したことにより、

減額となるものでございます。

　目２、道路維持費では、節１３、委託

料は、市内環境維持業務委託料などの金

額が確定したことにより減額となるもの

でございます。

　節１５、工事請負費は、道路維持工事

として、市道鳥飼西３８号線の追加と、

道路維持工事の執行差金とを精査の上、

増額となるものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

狭隘道路整備助成金の件数が確定したこ

とにより減額となるものでございます。

　目４、交通安全対策費では、その主な

ものとしまして、節１３、委託料のうち、

測量委託料は千里丘三島線道路改良事業

で、用地買収の交渉を進めておりました

が、実施までに至らなかったため、全額

減額するものでございます。

　また、設計委託料は、交通バリアフリー

化事業の設計委託の金額が確定したこと
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により、減額するものでございます。

　節１５、工事請負費は、交通安全対策

工事に執行差金を減額するものでござい

ます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、移

転補償費について、一部の執行見込み額

以外を減額するものでございます。

　６０ページをお願いします。

　項３、水路費、目１、排水路費では、

その主なものとしまして、節１１、需用

費は、排水路ポンプ施設の燃料費、光熱

水費、修繕料の未執行見込み額を減額す

るものでございます。

　節１３、委託料は、ポンプ場設備保守

点検委託料の金額が確定したことにより、

また残土受入処分委託料は、未執行見込

み額を減額するものでございます。

　項４、都市計画費、目１、都市計画総

務費では、節２５、積立金は、寄附金を

緑化基金に積み立てるものでございます。

　６２ページをお願いします。

　目４、公園管理費では、その主なもの

としまして、節１３、委託料は、公園管

理委託料で、水景施設管理委託料の金額

が確定したことにより、減額となるもの

でございます。

　また、公園台帳作成委託料は、作成箇

所を２か所見送ったことによります減額

でございます。

　節１５、工事請負費のうち、公園管理

工事は金額が確定したことにより減額と

なるものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

ちびっこ広場管理補助金の金額が確定し

たことにより、減額となるものでござい

ます。

　６４ページをお開き願います。

　款８、項１、消防費、目３、水防費で

は、節１９、負担金、補助及び交付金は、

淀川右岸治水促進期成同盟負担金の確定

により、減額となるものでございます。

　続きまして、繰越明許費につきまして、

ご説明申し上げます。

　予算書の８ページをお開き願います。

　第３表、繰越明許費に記載事業のうち、

土木下水道部に係わりますものとしまし

て、上から１段目、款７、土木費、項２、

道路橋りょう費、道路補修事業（鳥飼西

３８号線）につきましては、国の追加補

正に伴います事業につき、繰越が見込ま

れるため、２，５００万円の繰越をお願

いいたすものでございます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　それでは、議案第

１号、平成２３年度摂津市一般会計予算

所管分のうち、都市整備部にかかわる部

分につきまして、目を追って主なものに

ついて、補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節２、公営住

宅使用料は、市営住宅使用料などでござ

います。

　次に、３４ページをお願いします。

　項２、手数料、目４、土木手数料、節

１、明示手数料のうち、都市計画道路敷

地境界明示手数料、節２、優良宅地等認

定手数料、及び節３、都市計画手数料は

諸証明手数料でございます。

　次に、３６ページをお願いします。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画費補助金は、耐震診断補助金と耐

震改修補助金でございます。

　節３、住宅費補助金、社会資本整備総

合交付金は、補助基本額のうち、１０分

の４．５、及び１０分の４は市営住宅建
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設に伴う交付金でございます。

　次に、４６ページをお願いします。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目６、土木費府補助金、節１、都市計画

費補助金は、府景観条例事務取扱交付金、

耐震診断補助金、及び耐震改修補助金、

目４、権限移譲交付金のうち、まちづく

り支援課、建築指導課、建築住宅課、都

市計画課分でございます。

　次に、４８ページをお願いします。

　項３、委託金、目２、土木費委託金、

節２、都市計画費委託金は建築基準法施

行事務取扱委託金、都市計画法施行事務

取扱委託金、及び５０ページの大阪府福

祉のまちづくり条例委任事務委託金でご

ざいます。

　次に、５２ページをお願いします。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目６、市営住宅整備基金繰入金は、節１、

市営住宅整備基金繰入金でございます。

　次に、５８ページをお願いします。

　款１９、諸収入、項４、雑入、目２、

雑入、節１、雑収入は、上から９行目、

都市計画図売却収入、建築確認申請者負

担金、及び入居者負担金でございます。

　次に、歳出でございますが１４４ペー

ジをお開きお願いします。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、節１、報酬、

都市計画審議会委員報酬、及び１４６ペー

ジ節９、旅費、節１１、需用費、並びに

節１２、役務費で事務執行経費でござい

ます。

　節１３、委託料は、ＧＩＳシステム保

守管理委託料、ＪＲ千里丘駅西口エレベー

ター設置に係る委託料、及び地形図修正

図化委託料でございます。このうちエレ

ベーター設置実施設計業務委託料は、本

年度の結果をもとにいたしまして、実施

設計を進めるものでございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、電子複

写機レンタル料とＧＩＳシステム借上料

でございます。

　次に、節１９、負担金、補助、及び交

付金のうち当部に関係いたしますものは、

１行目の摂津市既存民間建築物耐震診断

補助金、耐震改修補助金、並びに３行目

の大阪府都市計画協会負担金から、１０

行目の大阪府景観形成誘導推進協議会負

担金と、１４８ページ電波障害対策施設

ケーブルテレビ切替負担金でございます。

　次に、節２７、公課費は、公用車の検

査に伴います自動車重量税でございます。

　次に、目２、街路事業費、節８、報償

費、節９、旅費、及び節１１、需用費は、

都市景観事業に伴う都市景観まちづくり

審議会、並びに都市景観アドバイザー委

員会などの事務執行経費でございます。

　次に、節１２、役務費は、新在家鳥飼

上線道路整備に係る用地の税務相談手数

料と都市景観事業に伴う活動に対する保

険料でございます。

　次に、節１３、委託料は、新在家鳥飼

上線道路整備に係る工事積算システムの

保守委託料及び道路等詳細測量設計委託

料でございます。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

チューリップアート実施に伴いますバス

の借上料と、新在家鳥飼上線道路整備に

係る工事積算システムの借上料でござい

ます。

　１５２ページをお願いします。

　項５、住宅費、目１、住宅管理費では、

節１、報酬の住宅管理人報酬費、節９、

旅費、及び節１１、需用費など事務執行

経費でございます。

　節１３、委託料は、市営住宅管理に伴

う昇降機保守委託料ほか１５４ページの

緊急通報設備管理委託料などと、市営住

宅建設に伴う市営住宅管理委託料及び測
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量など業務委託料などでございます。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

一津屋第一団地と第二団地に設置いたし

ております自動通報装置のシステム借上

料でございます。

　節１５、工事請負費は（仮称）摂津市

営三島住宅建設工事にかかわります市営

住宅本工事費と太陽光発電設置工事費で

ございます。

　節１６、原材料費は市営住宅管理に伴

う補修用材料費でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、建

築中の市営住宅への転居に伴う補償を実

施するための動産移転補償費でございま

す。

　節２５、積立金は市営住宅整備基金積

立金でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）所

管分のうち都市整備部にかかわる部分に

つきまして目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。

　歳入でございますが、２０ページをお

開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画費補助金のうち耐震診断補助金と

耐震改修補助金で事業確定により減額い

たすものでございます。

　２２ページをお願いします。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目６、土木費府補助金、節１、都市計画

費補助金は耐震診断補助金と耐震改修補

助金で事業確定により減額いたすもので

ございます。

　項３、委託金、目３、土木費委託金、

節２、都市計画費委託金は都市計画法施

行事務取扱委託金、都市計画基礎調査委

託金、及び大阪府福祉まちづくり条例委

任事務委託金で事業確定により減額いた

すものでございます。

　次に、歳出でございますが６０ページ

をお願いします。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、節１、報酬、

節２、需用費、及び節１２、役務費は、

都市計画審議会事業の執行差金でござい

ます。

　節１３、委託料はＪＲ千里丘駅西口エ

レベーター設置事業の業務委託の入札差

金でございます。

　節１４、使用料及び賃借料、及び節１

８、備品購入費は、既存のＧＩＳシステ

ムとパソコンの更新に伴います執行差金

でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

震災対策推進事業の執行差金でございま

す。

　目２、街路事業費では、節８、報償費、

節１１、需用費、節１２、役務費、節１

３、委託料、及び６２ページの節１７、

公有財産購入費は市道千里丘２３号線改

良事業などにかかわる経費の執行差金で

ございます。

　項５、住宅地、目１、住宅管理費、節

２５、積立金は、市営住宅整備基金積立

金で見込み額を減額いたすものでござい

ます。

　最後に、８ページをお願いします。

　第３表、繰越明許費のうち、２行目の

款７、土木費、項４、都市計画費の耐震

対策推進事業につきましては、住宅の耐

震改修補助金に一定額の加算を行う平成

２２年度限定の国の全額補助の事業でご

ざいます。

　本事業は、今年度内に補助の決定を受

けた住宅につきまして、耐震改修工事の

完了後に支出されるものでございます。
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この補助事業の受け付け期間は本年度末

となっておりますので、今後の申請への

対応を行うため、９０万円を来年度に繰

越明許を行うものでございます。

　以上、補正予算の内容の補足説明とさ

せていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　原田委員。

○原田平委員　それでは、質問をいたし

ます。

　まず、歳入についてでございますが、

道路占用料として９，８００万円が計上

されています。平成２２年度の予算にお

いても同額の掲載でありました。

　おおむね決算でも申し上げたかもわか

りませんが、南千里丘開発、そして地域

の開発の状況を踏まえて、道路占用料は

増加しておるんじゃないかと思いますが、

見積もり額等、具体的な見解を求めたい

と思います。

　続きまして、市営住宅の使用料で７，

１２４万円の計上でございますが、これ

まで滞納分の徴収等に大変御尽力をいた

だいて、滞納の減少に取り組んでいただ

いているわけですけれども、この平成２

３年度予算の中においては、どういう状

況にあるのかとお尋ねをいたしたいと思

います。

　そして、本会議でも出ておりましたが、

家賃の収納方法について以前にも検討を

お願いをしておったわけでございますが、

その後の取り組みの状況はどうなってい

るのか、お尋ねをいたしたいと思います。

　続きまして、自動車駐車場の使用料と

して３，２６５万５，０００円でござい

ますが、先ほどの補正予算の補足説明に

おいても自動車駐車場で２４６万円、自

転車駐車場で７２０万円余りの減額補正

がされております。総予算に対して約２

割程度は収入が見込めなかったというこ

とであります。

　そして、今年度は歳入において自動車

が３，２６５万円、自転車が８，９４３

万円あわせまして１億２，２０８万７，

０００円であります。

　一方、歳出は１億３，３１９万７，０

００円であります。どう見たって１，１

００万円の市税からの持ち出しでありま

す。

　これは、決算のときにも申し上げまし

たが、駐車料金の見直し、あるいは利用

者の利便性の向上とか、いろんな形をとっ

て、使用料のアップにつなげなければ、

このような状況を繰り返していくならば

大変な持ち出しになろうというふうに考

えるんですけど担当者の考えを聞きたい

と思います。

　都市再生地籍調査委託補助金として、

国庫補助金１５０万円、府補助金７５万

円の計上でありますが、歳出のほうでの

事業費は４００万円ということで、補助

金額と事業費との違いがあるわけでござ

いますが、どういう状況になっているの

か、あわせて継続的な事業の平成２３年

の事業の内容についてお尋ねをいたした

いと思います。

　続きまして、住宅費の補助金として、

先ほど御説明がありました１００分の４

５プラス１００分の４０ということで、

社会資本整備総合交付金としていただく

わけでございます。総額６億３，７５９

万６，０００円でありますが、先ほどの

説明に加えてもう少し具体的に御説明を

いただきたいと思います。

　続きまして、土木費の府補助金であり

ますが、交通対策費補助金として防犯カ

メラの設置補助金が１，３８０万円、大

阪府から補助金をいただくわけでありま

すが、４６台の防犯カメラの設置をする
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ということであります。

　一昨日の代表質問において、この問題

について生活環境部長が答弁をされてお

られます。いわゆる防犯という立場から

御答弁をされたと思うんですが、昨年、

大阪府からの補助金を受けられて自転車

置き場のカメラ設置をされました。

　この補助金の趣旨は、府内におけるひっ

たくり、こういうことをなくす防犯のた

めの補助金だったというふうに思ってお

ります。補助金の執行にあっては、防犯

という観点からの検討をしていかざるを

得ないというふうに思います。交通対策

課としての御意見を聞きたいと思います。

　それから、大阪府から権限移譲の交付

金がおりてまいっております。それぞれ

の交付金の権限移譲にかかわる交付金の

内容をお尋ねいたしたいと思います。

　補正予算の５号について、道路課のほ

うで１，１００万円の社会資本整備総合

交付金が入っております。道路維持工事

の減額ということで２，００５万円、そ

して事業費として２，５００万円の鳥飼

西３８号線の工事費が掲げられておりま

すが、これをもう少し、この内容につい

てお尋ねをいたしたいと思います。

　続きまして、課ごとに御質問いたした

いと思います。

　新在家鳥飼上線の拡幅整備事業をいよ

いよ取り組んでいただけるというふうに

なりました。大変期待の大きい事業でご

ざいますので、この事業内容についてお

尋ねをいたしたいと思います。

　市街化調整区域の都市計画決定の変更、

そして都市計画認可変更の業務委託料と

して２，４５０万円、これは下水道の特

別会計のほうの関係になるんですけれど

も、主要事業の中に２，４５０万円の事

業費が含まれております。都市計画課の

ほうではどういった事業の内容になって

くるのかと思って調べたところ、一切こ

の計上がなされていないということであ

ります。やはり、下水は土木下水道部の

所管でありますし、都市計画にかかわる

問題については、都市整備部の事業だと

いうふうに思います。これについての理

解に苦しみますので、御説明いただきた

いと思います。

　都市計画のマスタープランの見直しを

やるということでありますが、平成１２

年２月に作成をされましたこの都市計画

マスタープラン、どういう事業内容になっ

てくるのか、お尋ねをいたしたいと思い

ます。

　府道十三高槻線の工事の進捗状況につ

いて、一昨日の木村議員の代表質問で詳

しく御質問されておられます。摂津市内

の交通渋滞の解消のためにも、一日も早

く十三高槻線が完成し、吹田市域への接

続が早くなることを多くの市民が願って

おられるわけであります。

　そういう状況についてもお尋ねをいた

したいと思いますし、また木村議員が御

質問されてました地元、大阪府、摂津市

の三者による協定書が交わされていると

いうふうに御説明がありました。

　我々には、どういった内容になるのか

よくわかりませんけれども、やはり大阪

府がやらなければならないこと、そして

摂津市が責任を負わなければならないこ

とがあろうかと思います。そういった内

容についての御説明をと、委員長のほう

にお願いを申し上げまして、その三者協

定の写し等をいただければありがたいと

思います。

　それから、続きましてＪＲ千里丘西口

エレベーター設置事業であります。

　先ほどの補足説明の中において１１６

万円の基本設計の減額がありました。本

会議でも御質問されておられましたが、
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これについての計画が２案があるという

ことで、説明もあったわけでございます

が、この基本設計にかかわる実施設計が

本年度予算で１，５５６万円計上されて

いますが、御説明をいただきたいと思い

ます。

　続きまして、公園みどり課のほうにお

願いします。

　緑の基本計画の改定事業をされるとい

うことであります。その取り組み状況に

ついてお尋ねをいたしたいと思います。

　それから、新幹線公園の桜並木の延長

事業について、先ほども御説明がありま

したが１９０万円の予算に対して、どれ

ぐらいの利用ができるのか、あるいは３

か年事業となっておりますので、この内

訳についてお尋ねいたしたいと思います。

　以前から問題になっておりました公園

遊具の安全点検と取りかえ事業が引き続

いてやらなければならないというふうに

感ずるわけでありますが、平成２３年度

の事業について、どのような取り組みに

なるのかお尋ねをいたします。

　鳴り物入りでつくられました境川のせ

せらぎ水路の維持管理についてでありま

す。

　この供用開始をされてから、しばらく

たちましたら、水が流れておらないとい

うような状況がありました。フルタイム

で、そういったせせらぎ水路を活かして

いこうということでありますが、維持管

理について問題があるんではないかとい

うふうに感ずるんですけれども、担当と

してのご見解をいただきたいと思います。

　せんだん公園をはじめとして、都市公

園における親水事業について、一向にそ

の親水事業の目的を果たしておらない。

水が出ておらないというような状況があ

りますので、これについて取り組みをお

尋ねをいたします。

　淀川河川敷の公園整備について、これ

も代表質問でも出ておりましたので、詳

しくはお尋ねいたしませんけれども、平

成２３年度も間近でございますので、現

況においてどのような状況になっている

のか、お尋ねいたします。

　交通対策課について、お尋ねをいたし

ます。

　公共施設の巡回バスの運行管理業務委

託料ということであります。これについ

ては決算審査の委員会でも申し上げまし

たように利用される方と、また一部の路

線バスを利用されている方の不公平感、

バスの運行を希望されている方たちのこ

とを考えれば、やはり有料化というもの

を検討しなければならないというふうに

申し上げてたわけでありますが、どういっ

た状況になっているのかお尋ねします。

　また路線についても検討してほしいと、

見直しをしてほしいということも言って

おりましたし、代表質問でも起点終点を

変えるような意見も出ておりましたので、

そういったところについて担当の考えを

お聞きをいたしたいと思います。

　市内循環バスの運行補助金は、これの

かかわりがありますので、一定利用者の

状況も踏まえて、検討せざるを得ないん

ではないかというふうに感ずるんですけ

れども、お尋ねをいたしたいと思います。

　次に建築住宅課へお尋ねします。

　市営住宅の状況において、確か空き家

が存在をしていると思います。政策空き

家につきましては、今、建てられている

市営三島住宅の入居者の関係でそれは空

き家で置いておこうということについて

はいいんですけれども、一般住宅のほう

において、空き家が出ておるというふう

に聞くんです。その状況と取り組みにつ

いてお尋ねをいたします。

　それから、市営三島住宅の建築に伴う
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周辺道路変更に関する請願をこの委員会

の最後に審議するわけでありますけれど

も、市道三島２３号線の安全対策を求め

る改善要望も出ておったわけであります。

その間、どのような取り組みをされて、

平成２３年度に臨まれようとしているの

かお尋ねをいたします。

　続きまして、要望をいたしておりまし

た太陽光パネルの設置を今年２，５００

万円で設置をするということであります

が、費用対効果等についてお尋ねをいた

したいと思います。

　続きまして、道路課のほうにお願いし

ます。

　市道千里丘三島線の拡幅事業の進捗状

況についてお尋ねいたします。

　続きまして、橋梁長寿命化修繕事業と

して７００万円の計上でありますが、平

成２１年度決算審査の委員会でお聞きを

いたしましたところ、摂津市の橋は総括

的に大丈夫だということを御答弁をいた

だいたんですけれども７００万円のどん

な事業になるのかお尋ねいたします。

　正雀の駅前の道路拡幅事業の進捗状況

と今年度の取り組みについてお尋ねいた

します。これも本会議のほうに出ており

ましたので、かいつまんで方向性をお聞

きをいたしたいと思います。

　特に、道路予定区域に一定の規制をか

けたということであります。この規制を

かけられた背景も含めてどういう今後の

見通しになるのかお尋ねをいたしたいと

思います。

　続きまして、道路の改良工事でありま

すが、千里丘３１号線と鶴野５４号線の

内容等についてお尋ねいたします。

　続きまして、今、裁判を行っておりま

す東別府地域の道路問題の裁判の進捗状

況についてお尋ねをいたします。

　これは、以前にも申し上げましたが、

鳥飼西３８号線の街路樹の問題でありま

す。

　以前に質問をいたしまして一部植えか

えをしていただきまして、何とか根付い

て欲しいなと思っていたらまた枯れまし

た。

　そして、今残っている木は数本、あと

残っている木は枯れていく状況でありま

すので、これは木の種類を替えて、する

なり、あるいは土壌を全面的に改良する

なりして、大幅な植え替えをやらなけれ

ば同じようなことが続くと思いますので、

やるべきと考えますし、先ほど社会資本

整備事業費のほうで２，５００万円、こ

の鳥飼西３８号線の事業があります。こ

れについて、それと抱き合わせでやられ

たらどうかいうふうにも感ずるんですけ

れども、お尋ねをいたしたいと思います。

　続きまして、バリアフリーの関係から

歩道段差の解消を行ってほしいと思うん

ですけれども一向にやられる気配もない

し、交差点において一部改良はやられて

ますけれども、既存の街路のある歩道は

全く手つかずの状況であります。

　特に私が住まいをいたしております鳥

飼下には、新在家鳥飼中線の道路があり

ます。これも非常に傷んでおりますし、

段差が激しい、補修をしてほしいという

要望もきておるわけですけれども、なか

なか手つかずの状況でありますが、歩道

段差解消についての取り組み状況をお尋

ねいたいます。

　最後に、下水道管理課のほうにお尋ね

します。

　安威川ダムの市の負担金、本体工事は

２年おくれました。そういうことによっ

て、負担金とそして今後の本体工事の着

工は府としてどのような考えを持ってお

られるのか、知事の考えだけになるのか、

あるいは全体を考慮した取り組みが進め
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られるのか、担当のほうでつかんでおら

れる状況等をお教え願いたいと思います。

　続きまして、農業水路の賃金、しゅん

せつ賃金が１８０万円であります。これ

について決算審査の委員会でも申し上げ

ましたように、賃金等を支払われた場合

については源泉をとるなり、いろんなこ

とをしなければならないというふうに思っ

ておりますし、わずか一人３，０００円

という状況でありますけれども、これに

ついては支出の方法についてやはり検討

するべきだというふうに指摘をしておい

たわけでありますが、平成２３年度どの

ように取り組まれるのかお尋ねいたしま

す。

　これも土地改良事業団体の連合会の負

担金でありますが８万円、摂津市として

事業団体連合会の負担でありますが、決

算でも申し上げましたように、摂津市は

神安土地改良区に加入をさせていただい

て、神安土地改良区に約１，７００万円

の負担金を支払っています。神安から団

体に入られることについては、私たちが

口を挟むことはできないと思うんですけ

れども、摂津市が単独でそういうのに入

るのについては、一度各市の状況も聞い

てみたいというような御答弁でありまし

たので、どういうふうにされたのかお尋

ねいたしたいと思います。

　最後に、建設常任委員会の課題であり

ますが、クリーンセンターの問題でござ

います。正雀処理場の機能停止がいよい

よせまってまいりましたわけであります

が、これについて、どのような取り組み

をされて今後の見通し等についてどのよ

うな見解をお持ちなのかお尋ねをいたし

たいと思います。

　これについては、部長が答弁できない

のであれば副市長からの見解を聞かせて

いただきたいと思います。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　原田委員の質問に

お答えさせていただきます。

　まず、権限移譲につきまして、その内

容につきまして都市計画課に係る分につ

きまして、御説明させていただきます。

　都市計画の権限移譲につきましては６

５万４，０００円、この権限移譲交付金

につきましては、大阪版地方分権推進制

度実施要領に基づき算定されたものでご

ざいます。この移譲事務の内容につきま

しては、まず１４事務ございますが、

　まず１点目が地方公共団体等の土地の

買い取り希望の届け出受理等。

　２点目が国土利用計画法に基づく事後

届け出等に関する事務。

　３点目が遊休土地に関する事務。

　４点目が都市計画法に基づく測量等の

際の試掘の許可。

　５点目が都市計画施設等の区域内にお

ける建築の規制。

　６点目が都市計画事業の認可後の事業

地内における建築の許可。

　７点目が造成宅地防災区域の指定等。

　８点目が宅地造成工事規制区域指定等。

　９点目が宅地造成工事規制区域内にお

ける宅地造成工事の許可等。

　１０点目が住宅街区整備事業の施行地

区内における建築行為等の許可。

　１１点目が土地区画整理促進地域内及

び住宅街区整備促進区域内における建築

行為等の許可等。

　１２点目が土地区画整理促進区域内等

における土地の買い取り申し出。

　１３点目が市街地再開発促進区域内に

おける建築の許可等。

　１４番目が防災街区整備事業施行区域

内での建築行為等の許可等。

　以上、１４事務になっております。

　それから、新在家鳥飼上線が今年度予
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算計上されているということで、この事

業内容について、御説明をさせていただ

きます。

　この新在家鳥飼上線、新幹線の側道の

ところでございますが、以前から要望さ

れていたところの歩道の未整備箇所につ

きまして、平成２３年度歩行者・自転車

利用者の安全対策を図るために、歩道整

備を行うものでございます。

　整備区間につきましては沖水路から番

等目水路の区間約１５０メートルを予定

しております。

　今後、歩道の拡幅整備に向けて、平成

２３年度から５か年計画で進める予定で

おります。

　平成２３年度は、用地境界確定測量、

路線測量、道路の実施設計委託を予定し

ております。

　道路の整備の計画内容でございますが、

現在の車道の横に用地買収を行い歩道幅

員３．５メートルの歩道を整備していく

ものでございます。

　それから市街化調整区域の公共下水道

の都市計画変更をやっていくということ

で、都市計画にかかわる部分について市

街化区域への取り組みについてのお尋ね

です。市街化区域へ編入を行う場合には

本市の総合計画や都市計画マスタープラ

ンへの位置づけが条件となってございま

す。

　また、編入につきましては大阪府が決

定する都市計画でありまして、府が策定

する北部大阪都市計画区域の整備開発及

び保全の方針、いわゆる都市計画区域マ

スタープランに適合している必要がござ

います。

　マスタープランでは新たに市街化区域

に編入する区域は幹線道路、沿道での新

たな産業誘致や鉄道駅周辺での住宅地整

備など、特に必要なものに限定するとさ

れております。

　また編入の条件としましては、土地区

画整備事業や地区計画など、そして緑被

率２０％以上を確保することとなってお

りますが、これらの条件の整理について

は、関係機関や関係地権者などとの調整

が必要になってくると考えております。

　それから、１１番目の都市計画マスター

プランの見直しの内容についてというこ

とだったと思いますが、現在の都市計画

マスタープランにつきましては、平成１

２年２月に策定されております。

　計画の目標は、総合計画の目標年次で

あります平成２２年度を踏まえて、摂津

市都市計画マスタープランの目標年次を

おおむね平成３２年度とされておるとこ

ろであります。

　今後につきましては、大阪府が平成２

２年度末を目標に決定されます北部大阪

都市計画区域の整備開発及び保全の方針、

いわゆる都市計画区域マスタープランや

本市の新たな第４次総合計画のまちづく

りの目標として目指す将来像を実現する

ために７つの目標を設定されております。

　この２つの上位計画をもとに現行のマ

スタープランと整合を図ってまいりたい

と考えております。

　それから、十三高槻線の進捗状況につ

いてでございますが、十三高槻線の正雀

工区の工事の進捗状況につきましては、

大阪府茨木土木事務所によりまして、平

成２４年春の本体部分の完成に向けて現

在工事が進められております。現在の工

事の状況は正雀川の下のボックス工事が

終わりまして正雀川をもとに戻す河川の

復旧工事が行われております。

　それから、正雀川の東工区では、現在

トンネルボックス築造にかかります地中

連続壁工事を終えられ、地盤改良を施工

中でございます。地盤改良施工後ボック
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ス本体の掘削を行う予定と大阪府より伺っ

ております。

　それから、地元と大阪府、摂津市の三

者の協定書の写しについてありますが、

これにつきましては、委員長と御相談を

させていただいた後、渡させていただき

たいと思います。

　それから、ＪＲ千里丘駅西口エレベー

ター設置事業でございますが、先般の代

表質問でも御説明させてもらいましたが、

本年度におきまして設置検討業務を現在

行っております。その中で２案に現在絞

り込んできております。

　１案につきましては、駅跨線橋の北側

の茨木側に設置する案。もう１つは、エ

スカレーター降り口近くのスロープ前の

歩道に設置する案を検討しております。

　この設置箇所を、この２案の中で今後

課題を整理しながらエレベーター設置箇

所を決定しまして、平成２３年度には、

エレベーター設置の実施設計に着手して

まいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　吉田都市整備部参事。

○吉田都市整備部参事　先ほど御質問い

ただいております十三高槻線の件で、内

容が工事の進捗という点と、これは今、

御答弁申し上げましたけれども、２点目

の御質問の中で三者協定書の内容につい

て、御説明申し上げたいというふうに思っ

ております。

　ただ、協定書の取り扱いにつきまして

は、御要望ありましたけども、そのあた

りは調整していただいて、要請があれば

きちっと対応したいというふうに考えて

おります。

　この協定でございますけども、主な目

的は十三高槻線の正雀工区の工事の着手

に係る協定というような項目になってお

ります。この協定につきましては、平成

１８年５月２９日に協定書が締結されて

おります。

　そして自治会ということでその当時の

自治会長、そして茨木土木事務所の所長、

そして摂津市としましては、この立会人

という形になっております。

　地元の要望である地下道部分の上部空

間を地域にとって何らかの形で有効にで

きないかというような条件も踏まえて、

この協定書は締結されております

　ただ、その中で大阪府としてどのよう

な対応かと申しますと、特に上部空間に、

例えば荷重がかかる、通常は余り荷重は

考えないですけども、今回有効利用とい

う面では建物とか、いろんな形で使った

場合、上から荷重がかかりますので、そ

のあたりは、ある程度荷重が乗っても耐

え切れるような構造にしておきますいう

のは当然、茨木土木の設計上の対応とい

う形で協定に盛り込まれております。

　次に、摂津市として立会人はどうする

んだということにつきましては、当然、

この事業の進捗に伴う協定につきまして

は、やはり趣旨を尊重するという前提で、

地域のコミュニケーションの保全という

ことを十三高槻線のこの工区につきまし

ても市としては何らかの形で協力すると

いうことになっておりますけども、この

内容につきましては、やはり具体な要望

内容です、今後お聞きしながらという形

になろうかと思いますけども、そのとき

に摂津市としてどういう役割を果たして

いくのかというのが今後の課題かなとい

うふうに思っておりますけれども、やは

り、この事業で主役となるのは当然大阪

府でございますので、そのあたりは大阪

府に対して摂津市も意向を伝えていきた

いというふうには考えております。

○山本靖一委員長　協定書については地

元自治会の方、それから大阪府、摂津市

の三者ですから、資料について中身を説
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明されましたけれども、一言こういう要

請が出ているのでという了解をいただき

ながらそういう資料の扱いにしていただ

いたらというふうに思います。

　林課長。

○林建築住宅課長　建築住宅課にかかわ

ります原田議員の質問に御答弁をさせて

いただきます。

　まず、公営住宅使用料の７，１２４万

円の内容と家賃の納付方法についてでご

ざいますが、公営住宅、住宅使用料は家

賃と駐車料とあわせたものですが、予算

算定に当たっては昨年までは、前々年度

の決算額を計上しておりました。これは

制度上、入居者の収入により、家賃が決

定されるため、次年度の家賃算定には入

居者の収入申告が不可欠となっておりま

す。

　通年３月の税務申告の後、所得が確定

する時期以降の夏ごろに家賃算定のため、

収入申告をしていただいておりました。

　また、全入居者のデータがそろわない

と算定できませんが、どうしても申告が

おくれる方が出てきますので秋の次年度

予算提出時期には算定できず、決算額を

もって予算額としておりました。しかし、

昨年、建設常任委員会におきまして、決

算額ではなく、精査した上で家賃算定す

るよう委員から御指摘をちょうだいして

おります。

　本年は、入居者の方々に所得確定後、

速やかに収入申告をしていただくように

お願いをいたしました結果、家賃確定す

ることができました。家賃決定額は６，

５００万２，８００円、これに駐車料６

４３万２，０００円及び過年度の未済金

６００万円これを加えた額に平成２１年

度の収納額９２％を掛けたものでござい

ます。

　なお、過年度未済額は、前々年度、平

成２１年度決算の未済金約６２０万円か

ら推定した額６００万円としてます。

　それと、家賃の収納方法のその後の取

り扱いについてでございますが、現状は

入居者の皆様が家賃等納付書を本市の取

り扱い金融機関各本支店へ持参していた

だき、支払っていただいております。こ

の方法は一般に持参払いと言いまして、

市にとっては事務費用がほとんどかから

ないという利点があり、さらに市営団地

近くには取り扱い金融機関各本支店があ

ることから、この収納方法をとってまい

りました。

　しかし、一部支店が撤退され、入居者

の利便性や滞納防止という観点から考え

ますと、自動振り込み及び２４時間営業

しているコンビニの支払い方法なども考

えております。

　平成２１年１１月の委員会でも答弁さ

せていただいたと思いますが、来年度か

らは現在建てかえ事業中の住宅の管理運

営が始まることから、実施に向けて検討

してまいりたいと考えております。

　続きまして、社会資本交付金の内容に

ついてでございますが、住宅費補助金の

６億３，７５９万６，０００円は、社会

資本整備総合交付金でございまして、そ

の内容につきましては、基幹事業分とい

たしまして、市営住宅本体工事１１億９，

２５０万円と市営住宅工事管理委託料１，

９６３万８，０００円と移転補償費３，

０００万円をあわせた額１２億４，２１

３万８，０００円に交付率の０．４５を

掛けた額５億５，８９６万２，０００円

と提案事業分といたしまして、地域福祉

活動支援センター工事１億８，７５０万

円と、同工事管理委託料９０８万６，０

００円をあわせた額１億９，６５８万６，

０００円に交付率の０．４を掛けた額７，

８６３万４，０００円をあわせたものが
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６億３，７５９万６，０００円となった

ものでございます。

　旧の地域住宅交付金に変わったもので

ございます。

　続きまして、建築住宅課にかかわりま

す権限移譲交付金の内容につきましてで

ございます。

　これにつきましては、大阪府の終身建

物賃貸借事業認可でございます。

　続きまして、市営住宅の一般空き家の

状況等、入居についてでございます。

　一般住宅の空き家の状況と入居につき

ましては、八町団地につきましては平成

２２年度当初は２戸を政策空き家として

おりましたが、委員の御指摘によりまし

て、市有財産の有効活用ということで１

戸を募集いたしまして、現在１戸を政策

空き家として残しております。残る一津

屋団地につきましては、空き家が出れば

すぐ入居者の募集をしております。

　平成２２年度につきましては、４軒、

内訳は一津屋第一団地が２軒、一津屋第

二が１軒、八町１軒という内訳となって

おります。

　続きまして、市道三島２３号線道路変

更に関する請願について、その後の経過

につきまして報告させていただきます。

　請願の意向に沿って、安全対策の改善

ができる部分があるかどうかということ

で、再度、道路課の協力をいただきまし

て、検討案を作成してまいりまして１月

に摂津警察交通課との協議を経て、２月

に府警察本部交通規制課と本部協議を行

いました結果複数の検討事例を作成の上、

再度協議が必要とのことで、再度、摂津

警察と協議の結果、近々に府警察本部と

協議を行う予定でございますので、よろ

しくお願いいたします。

　続きまして、太陽光発電工事の内容に

つきまして御説明させていただきます。

　市営三島住宅の太陽光発電設置につき

ましての具体的な内容につきましては、

地球温暖化対策といたしまして、行政が

先導的な役割を果たすため、二酸化炭素

の排出量の削減に向け、市営三島住宅東

棟屋根部分に太陽光発電パネルの設置を

行うものであります。

　その内容につきましては、供用部分の

エレベーターや給水の加圧ポンプの電力

容量に相当する１５キロワットの発電設

備設置工事を行うものでございます。

　なお、発電分はすべて自己消費され、

売電は行っておりません。

　あと、費用対効果につきましてござい

ますが、年間予想発電量は１万５，８３

９キロワットで、電力料金に換算いたし

ますと１年間で１７万６，３００円の節

約となり、二酸化炭素の削減につきまし

ては約８．８トンが軽減されるという試

算をしております。

　また、費用対効果につきましては、設

置費用を回収するということは困難でご

ざいますが、市民に見える形として太陽

光発電を設置することは民間に対する波

及効果や広告的な要素を考えますと十分、

効果があるものと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　それでは、原

田委員の公園みどり課に関します御質問

の御答弁させていただきたいと思います。

　まず、歳入でございます。

　権限移譲交付金という形で５万７，０

００円の歳入ということで公園みどり課

のほうで担当してます。

　内容といたしましては、都市緑地法に

基づきます緑地保全地域・特別緑地保全

地区に関する事務という内容で、ちょっ

とわかりやすく言いますと都市緑地保全

地域・特別緑地保全地区での建築行為な
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どに対する許可申請承認の指導事務とい

うような内容でございます。

　金額の内訳といたしましては、経常経

費といたしまして、人件費になるんです

が、３万２，０００円と、あと初期的経

費として事務用品、これが２万５，００

０円という形の中で５万７，０００円の

計上をさせていただいてます。

　この経費につきましては、初期的経費

は今年度のみで、次年度からはこの事務

的経費というのか、経常経費の部分、人

件費の部分だけが毎年交付されてくると

いうような内容でございます。

　続きまして、緑の基本計画改定事業の

取り組み状況ということでのお問いでご

ざいますが、今の基本計画は平成１０年

に策定いたしまして目標年次平成３２年

の目標年次でもって緑の基本計画を策定

した中で事業を行っていっているという

状況でありますが、この計画の内容の中

で、中間年が平成２２年度になるんです

けれども、その年度に社会情勢であった

り、上位計画の変更が生じた場合には改

定をしていきなさいという一文がござい

まして、それに伴いまして、改定をしよ

うと平成２３年度の主要施策の中に上げ

させていただいたものです。

　そんな中、予算要求の中で、上位計画

の総合計画は平成２２年度で完成してお

るんですが、今、地球温暖化防止基本計

画というものが平成２３年度を目指して

今、策定中という内容の中で、二酸化炭

素削減につきましても、非常に緑がかか

わることが大きいということで、その計

画を見据えた中で改定業務に入ったらと

いうことで、一応平成２３年度予算の中

には計上させていただいておりません。

次年度へ送りましょうという内容で今、

協議をいたした内容でございます。

　続きまして、新幹線公園桜並木延長事

業についての内容というお問いでござい

ます。

　今年度、緑化推進事業という形の中で

上げさせてはいただいております。

　まずこの事業の目的でございますが、

代表質問等で部長のほうからも答弁いた

だいているんですが、新幹線公園にある

既存の桜並木を延長することによりまし

て、新たな名所づくりと地球温暖化の防

止の一助を担うというような目的でもっ

て、今回、この事業の計画をさせていた

だきました。

　事業全体は、３か年計画とさせていた

だいております。事業の全体像としまし

て、まずソメイヨシノの植樹延長、これ

が１．５キロメートル、植樹本数といた

しまして、３年間で１９０本の植樹本数

を考えております。３年での総額予算と

しましては５７０万円という金額を考え

させていただいております。

　平成２３年度予算に計上させていただ

いております単年度の内容でございます

が、金額といたしましては１９０万円、

植樹本数といたしましては６３本、延長

にしまして５００メートルの延長への植

樹を考えさせていただいております。

　樹種につきましては、先ほど申しまし

たソメイヨシノを植えていきたいと思っ

ております。

　続きまして、公園遊具の安全点検と取

りかえ遊具についてということで、平成

２３年度をどう取り組むんだという内容

かと思います。

　毎回、公園遊具につきましては、御質

問をちょうだいいたしております。我々

も平成２０年から公園遊具の点検業務委

託を発注させていただく中で、平成２３

年度も点検委託のほうは発注させていた

だこうと考えております。その辺の内容

につきまして御説明をさせていただいて
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ます。

　公園遊具の安全点検といたしまして、

今、公園みどり課では、日々の突発的な

破損等について、これにつきましては、

公園パトロールによる日常点検で対応を

しております。

　それとあと、遊具の内面といいますか、

パイプの内側であったり、あと可動部分

の摩耗度、このあたりがどうしても専門

的な知識がいるということで、そのあた

りを定期点検で公園遊具点検委託業務で

の定期検査で今させていただいているそ

ういう二段構えで子どもの安全・安心の

遊具の確認をしているというのが今の現

状でございます。

　あと、平成２３年度での取りかえ事業

についてなんですが、平成２２年度も点

検委託業務をさせていただいております。

その中で至急対応が必要なＤ判定の遊具

というのが４０基ございました。Ｄ判定

といいましても老朽化の進行によって撤

去が必要な遊具も中にはございます。そ

れについては５基で、あと残り３５基、

それが修繕等による延命ができる遊具と

いうことで、これは即対応していかなけ

ればいけない遊具でございます。

　まず、５基の撤去遊具につきましては、

現地確認の中で、現在既に撤去のほうは

させていただいています。

　あと、それに対して平成２３年の取り

かえ工事でもって、撤去した部分につい

ての設置を行っていく。というように考

えておるところでございます。

　続きまして、境川のせせらぎ水路の維

持管理について、去年７月に供用開始を

させていただいておるんですけれども、

その後、水が流れてない現状があったの

ではないかというお問いです。

　今現在、せせらぎ水路の管理運営は、

朝の７時から夕方の７時半まで水を流さ

せていただいております。深夜について

は、停止をさせていただいているという

現状でございます。

　あと、昼間流れてなかった現状といい

ますのは、我々管理する中で一回だけご

ざいまして、２月に水路の漏水が発見さ

れたものですから、その漏水補修のため

に一時流れをとめたという内容でござい

ます。

　それと、都市公園にあります親水施設

の目的が達せてないのではないかという

お問いでございます。

　今、境川のせせらぎ水路以外で、公園

みどり課が管理をいたしておりますせせ

らぎ水路といたしましては、鳥飼の区画

整理の中にございます、しば公園、ここ

もせせらぎがございます。

　それとあと、せんだん公園、ここに壁

の上部から水が滝のように落ちる壁泉と

いう水景施設がございます。

　それと、モノレール摂津駅の真正面に

ございます鶴野第一公園に噴水施設がご

ざいます。

　それと、ちょっと北にはなるんですが、

市場池のオアシス広場にじゃぶじゃぶ池

という４か所が水景施設としてございま

す。

　今、水景施設の水の管理状況なんです

けれども、この冬場、稼働しております

のが、鶴野第一公園、それとじゃぶじゃ

ぶ池には水を、はってございます。

　その他、しば公園とせんだん公園、こ

ちらにつきましては、冬場一時、水景の

水をとめております。

　夏場の涼を求めるという形の中での水

景施設、冬場節水の意味もあって、冬場

はとめさせていただいているとうのが現

状にございます。

　それともう一つ、私が平成２１年に公

園みどり課に異動になる前から、どうも
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止まっていたようなんですが、平和公園

にも水景施設があります。現状は、はっ

きりいってポンプが老朽化してしまって、

流れていない状況という形の中で、一部

花壇化にしているようなところもござい

ます。

　これについては、はっきりいってすぐ

に対応していかないかんのですけど、な

かなか予算的な部分もあってすぐに対応

し切れてない。

　あと、し切れてないのにそのままほうっ

ておくんかという話もあるかと思います

が、そのあたりはまた今後、それに戻せ

ればいいんですけれども、戻せない以上

は何かやはり修景的に不快感を与えない

ような形の施設に変えていくというよう

なことも考えていかなければならないか

なというふうに感じております。

　続きまして、淀川河川敷の公園整備と

いうことの今の現状ということでござい

ます。

　これも代表質問、一般質問等でいろい

ろと御答弁をさせていただいております

が、大体流れ的にはご理解いただいてい

るとは思うんですが、今、直近の進捗状

況的なものということで、ちょっとピン

ポイントで、まさに本市が要望をさせて

いただいているグラウンドゴルフも可能

な多目的広場の整備についてというよう

な内容の場所について、今の現状です。

　今、国土交通省のほうで、整備の前に

地域の声を聞くという形の地域協議会と

いうものを開催していただいています。

それが、平成２２年３月５日初回としま

して、平成２２年の１２月２２日に３回

目という形で地域協議会を開いていただ

き、ついこの間、平成２３年２月１１日

にまさに鳥飼上、中、下地区の地域の方々、

もっと幅広く声を聞こうということで地

区会議を２月１１日に開いていただいて

ます。

　そこへ参加していただいた方々は、子

ども会であったり、地元自治会長であっ

たり、青少年指導員、あとグラウンドゴ

ルフ利用者の方、あと、ふるさと摂津案

内人の方と我々地方公共団体の人間とい

う形の中で、そこで意見集約、いろいろ

な立場の中で、意見を出していただいて、

その辺を集約した形の中で、よりよい公

園を整備していくための意見集約をされ

ております。

　今、国土交通省のほうから聞いており

ますのは、その意見を持って、この夏ご

ろにほぼ最後ぐらいになるだろうという

ふうに聞いてますが、最終の地域協議会

を開催する中で、整備に向けての一定方

針を出した中で実施設計に移っていく、

その後、実施設計が上がり、工事発注と

いう形の中で、我々としましては、一応、

要望としましては、平成２３年度中の発

注ということでは強く要望させてもらっ

てます。そんな状況の中で、改めてその

辺がうまく進んでいくと早い着手という

形をとっていけるのではないかという現

状でございます。

○山本靖一委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは権

限移譲交付金のうち、まちづくり支援課

に関係する部分についてお答えさせてい

ただきます。

　まちづくり支援課では、６件について

権限移譲を設ける予定をしておりまして、

初期的経費としまして８万７，０００円、

人件費としまして１９万３，０００円、

合計２８万円を計上させていただいてお

ります。

　移譲の内容としましては、住宅街区整

備事業にかかわるものとしまして、個人

及び組合施行に関します事業の認可、事

業により取得した住宅の一部譲渡の届け
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出の受理、それと事業準備のための土地

試掘等の許可、この４件と防災街区整備

事業及び市街地再開発事業に伴います事

業準備のための立ち入り、試掘等の許可

の２件で合計６件でございます。

○山本靖一委員長　大田次長。

○大田都市整備部次長　権限移譲の建築

指導課にかかるものについて説明させて

いただきます。

　これについては、優良宅地認定事務で

ございます。

　優良宅地は租税特別措置法に基づいて、

１，０００平米以上が知事認定、１，０

００平米以下は市町村認定いうことで、

既に１，０００平米以下については、事

務を行っております。平成２３年度から

は、知事が認定を行う１，０００平米以

上の事務の権限移譲を受けるものでござ

います。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本交通対策課長　それでは、原田委

員の御質問にお答えいたします。

　歳入補正の自動車駐車場使用料２４６

万円の減額補正と、自転車駐車場使用料

の７２０万１，０００円減額につきまし

ては、平成２２年当初予算要求時に平成

２１年度途中での実績を踏まえて推測し

たものでございまして、自動車駐車場に

つきましては、駅周辺の安価な一時利用

の駐車場の利用や、車離れによる減少が

起こっておるものと考えております。

　自転車駐車場につきましては、千里丘

西自転車駐車場、自転車整備センター運

営による平成２０年度途上に開設された

ものや、阪急摂津市駅開設によります民

間の自転車駐車場、摂津駅東自転車駐車

場であるとか、西自転車駐車場の開設に

伴う分散の見込みがし得なかった。増収

ばかりを考えておりましたので、自転車

の分散による減を見込んでなかったこと

により７２０万円の減額になってござい

ますけれども、平成２１年度決算からは

約２００万円の増収を計上いたしており

ます。

　平成２３年度歳入の自動車駐車場の使

用料は３，２６５万５，０００円、自転

車駐車場使用料が８，９４３万２，００

０円、合計１億２，２８０万７，０００

円であるが、歳出は１億３，３１９万７，

０００円。１，１００万円ほどのマイナ

スということでございます。今回、自転

車駐車場の条例改正によりまして、モノ

レール駅前の自転車駐車場開場時間を当

初の６時３０分から夜２２時３０分まで

を朝１時間、夜２時間、朝５時３０分か

ら２４時３０分まで延長することにより

まして、人件費が増になったものでござ

いまして、そのことによってサービスが

図られる、そのことによって増益が図ら

れることを期待しているものでございま

す。

　府補助金の防犯カメラ設置補助金１，

３８０万円の内容でございますけれども、

平成２１年に府民の安全で安心な暮らし

の実現に向け、全国ワースト１である街

頭犯罪認知件数を減少させるために大阪

府街頭犯罪多発地域防犯カメラ設置補助

金交付要綱が施行されまして、本市とい

たしましても平成２１年度に、この補助

金の交付を受けまして、１３台３６０万

円で防犯カメラを設置しておりました。

今回、防犯カメラ設置地域において犯罪

の防止効果が顕著にあらわれているとい

うことで、平成２３年度におきましても

防犯カメラの設置補助金が交付されるこ

とになりました。

　ただ、街頭犯罪が多い、上位１０４駅

周辺には摂津市が該当しておりませんで

した。その中でその他の場所で犯罪の起

きている場所はということで、自転車駐
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車場等が多くございましたので、私ども

の自転車、自動車駐車場に防犯カメラ設

置を要求したものでございます。限度３

０万円を想定いたしまして、４６台で１，

３８０万円計上させていただいておりま

す。

　権限移譲によります交通対策課に係る

ものでございますけれども、路外駐車場

の設置や変更の届けの受理の事務でござ

いまして、駐車場法並びに高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律、通称バリアフリー新法により、届け

出が必要になるもので、一般の公共の用

に供される、だれでも利用できる駐車場

であったり、自動車の駐車マスのスペー

スが５００平米以上であったりするもの

を対象としまして、届け出の受理事務を

するものでございます。

　公共施設巡回バスでございますけれど

も、管理委託料といたしまして１，２７

５万８，０００円計上させていただいて

おります。

　本市が事業主体となって運行しており

ます公共施設巡回バスは、道路運送法上

の路線認可を受けたバスではなくて、阪

急バスへの委託運行という形で貸し切り

自動車による無料運行をさせていただい

ております。公共施設へのアクセス強化

や利用促進を目的とするいわば送迎バス

的な性格を持った、路線バスを補完する

バスであるということで運行いたしてお

りますけれども、運行開始当初より、有

料バス、近鉄バスに委託しております循

環バスに１，０００万円の補助を出して

おりますけれども、それや路線バスと無

料バスが運行している形態の異なりにつ

きまして、不公平感があるといったこと

は当初から十分承知いたしております。

　今、公共施設巡回バスのルートは摂津

市役所とふれあいの里を起終点として、

モノレール南摂津駅前を経由した形で運

行しておりますけれども、これは現在路

線バスとして運行いたしております阪急

バスのＪＲ千里丘駅から、ふれあいの里

行きだとか、柱本団地行きの２路線、ま

たはＪＲ吹田駅からモノレール南摂津経

由でふれあいの里行きと運行しておりま

すけれども、これとは巡回バスルートと

阪急バスの路線バスが市役所とモノレー

ル南摂津駅前、ふれあいの里といった主

要地点におきまして、競合状態にあるこ

とでもございます。

　ただ、阪急バスのほうでは、巡回バス

について、今のルートで有料運行も可能

だということでございますけれども、設

置当初から路線バスの形にしますとバス

停が設けられない場所も何箇所かござい

ましたし、無料運行施設巡回限定という

ことで、路線バス、阪急バスから近接容

認、競合容認されたんですけれども、フ

リー乗車になれば社内の説明がまた必要

になってくるという御意見もお伺いして

ますので、バス事業者や関係機関とも協

議をしまして、引き続き検討を進めさせ

ていただきたいと思っております。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５２分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　答弁を求めます。

　堀参事。

○堀土木下水道部参事　それでは、道路

占用料の件について御答弁申し上げます。

　平成２２年度、平成２３年度と道路占

用料は９，８００万円で同額ではないか

ということでございます。

　道路占用料につきましては、この３年

間見ていきますと、平成２０年度が９，

６８０万円、平成２１年度９，７５０円、

平成２２年度は９，８００円と予算を計
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上しております。

　その中で平成２１年度だけが収入割れ

と、当初の歳入を下回った経過ございま

す。これは答弁で申し上げてますように、

一時的な占用が１年ごとぐらいに発生し

ている状況でございます。

　それで、来年度の予算につきましては、

定期継続されている修繕料が９，７５０

万円、新規の占用料３５万円、あと今申

し上げた一時占用、特に大きい開発事業

等は認められませんので、１５万円とい

う形で９，８００万円の予算を計上して

おります。

　続きまして、地籍調査につきましては、

私どもは来年度予算要望４００万円を事

業を要望しております。このうち３００

万円が国費、府費対象の要望額になって

おります。３００万円の内の２分の１こ

れが国費で１５０万円、残りの１５０万

円の２分の１、全体では４分の１の７５

万円これが府費でございます。

　これでいきますとあと、先ほどの４０

０万円と３００万円の差額１００万円分

と７５万円が今の予算の段階での市の持

ち出し分ということになってまいります。

　それにつきましては、進め方なんです

が、来年度調査しているのは河川、府道

や市道、法定外公共物の道路や水路等、

公共施設の周りの境界の確認を作業して

いくという形で、来年度は北別府地区を

やっていきたいと考えているところでご

ざいます。

　その次で、補正のほうになるわけなん

ですが１，１００万円、社会資本整備総

合交付金についてでございます。

　年末に政府が行いました経済対策の関

係で追加事業として補助金を受け、私ど

もが舗装にかかる事業として２，５００

万円を計上しております。そのうち補助

対象が２，０００万円になっております。

　交付金がその５５％、２，０００万円

の５５％で１，１００万円ということに

なっております。

　また、その中で２，００５万円減額し

ているのは何だということでございます

が、その内容につきましては、当初予算

に含んでおります道路補修事業、駅前１

号線外１路線の雨水排水対策事業、市内

側溝整備事業、転落防止柵設置事業、雑

工事の事業などがございます。

　このうち入札によりまして、確定した

額、その残額を不用額として２，００５

万円減額させていただいたわけでござい

ます。

　その次のほう、道路の質問ということ

で、千里丘三島線の進捗状況ということ

でございます。これにつきましては、私

どものほうで平成２１年度から用地買収

移転物件の支障対象になるものに対して

用地交渉を努めてまいりましたが、現在

まで対象物件９件のうち７件まで完了し

ております。

　あと２件を現在も交渉を続けておりま

して、来年度平成２３年度には解消に努

めていきたいと思っております。

　今、１件難航している状況がございま

すが、これもなるべく解消に努めて工事

に着手してまいりたいと思っております。

　長寿命化７００万円等でございます。

　昨年度、決算審査の委員会の中で橋の

橋梁保守点検があって、１０メートル以

上の橋梁につきまして３６橋の点検があっ

たということです。その点検の結果はほ

ぼ健全であったという報告をさせていた

だきました。しかしながら日常点検で、

目地が悪いとか、すき間があいている、

舗装の表面が悪くなっている、それとか

塗装が悪いという橋が３０橋ございまし

た。なるべく早く補修をしたらどうかと

いう報告もいただいております。
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　そういう橋の本体等は影響ないという

補修なんですが、それにつきまして補修

の予算を平成２３年に計上しているとこ

ろでございます。

　あと、正雀駅前の進捗状況でございま

す。本会議の答弁のとおり、私どものほ

うで道路区域の変更を２月１日付で行っ

ております。

　これにつきましては、なかなか交渉が

進んでいかない状況が続いておりまして、

予算的にはなかなか確保は難しいような

状況になってきております。

　その中で道路区域の変更を行いました

ことによって、今後、人が通れる道路区

域等、改良していく区域を明確にしたと、

いうのが一つの目的でございます。

　もう一つは、ほうっておいたら好きな

ように建物が建てられるということもご

ざいますので、道路区域の中の建物を建

てる、新築、改築をされるときには許可

が必要という制限もございますので、そ

の制限をかけたということでございます。

　今の進捗状況なんですが、交渉を進め

ているところでございます。

　交渉は続けておりますが、移転の補償

額や買い取りの価格など、またどこへ移

設するか、駅前だったら、駅前に近いと

ころに移設したいという希望もございま

して、なかなか進んでないのが現実でご

ざいます。

　千里丘３１号線、鶴野５４号線の内容

でございます。

　千里丘３１号線につきましては、大阪

高槻京都線と市道３１号線、千里丘小学

校前の交差点、尼信横の建物、そこに不

法占拠建築物があり、それについて、平

成１８年度ごろから交差点付近の安全対

策の要望というのが、地元の自治会から

要望されてまいりました。

　それで、私どもで交渉に努めてきたわ

けですが、このたび交渉がまとまり、３

月７日、建物を撤去させていただきまし

た。それにつきまして、今度、撤去後整

備を行いまして、人が歩けるような安全

対策として改良をしていきたいという形

でを考えております。

　鶴野５４号線の道路改良事業ですが、

これはここの向かいの道路になるんです

が、堤防敷を利用した道路です。今これ

は長年、平成１０年度ぐらいから地元か

ら交通量が多くて、人が歩くのに危険な

道路であるということで改善要望が出て

おります。

　この工事につきましては、今まで皆さ

ん地元の方も堤防の一部を占拠されてい

る、占有されているかというような場所

がございまして、占有の解除、建物を建

てかえるときとか、新築されるときには

撤去する約束もいただいております。

　今度、対象の場所につきましては、建

物を改築されるということもございまし

て、あわせて建てる前に影響がないよう

に工事を行うという形で予算を計上して

おります。

　この道路につきましては、歩道整備も

考えて６メートルの道路と、２．５メー

トルの歩道、それを考えております。

　あと、裁判の進捗状況でございますが、

昨年度、去年１２月に協議会で報告させ

ていただきました。その後なんですが、

１月２７日、証人尋問を大阪地裁で行っ

ております。本市からは１名、相手方が

４名という形、５人の証人尋問を行いま

した。

　内容というものは、開発された土地の

入り口にあたる道路の進入路、その道路

について寄附の意思があるのかという確

認とか。今後、開発道路の区域内、道路

の相手方どういう意思を持っているのか、

寄附をされる意思を持っているのか、そ
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ういうような質問が出ております。

　あとは、下水の整備状況、皆さんが困っ

ているという状況のほうをうちの部長か

らも十分証言していただいたということ

です。

　この証人尋問が終わりまして、３月２

９日に判決が出て、裁判が決定するとい

う状況です。裁判の判決について今のと

ころわかりませんが、適切に対応を進め

ていきたいと思っております。

　その次が鳥飼西３８号線の街路樹の件

です。今度の工事と一緒に合わせてやっ

たらどうだと、一番効率的だという質問

でございます。

　私どものほうもこの工事を受けるとき、

舗装だけではなく側溝の改修、歩道の改

修に街路樹の植樹帯、側溝の改良、そう

いう形も補助対象にできないかと思って

大阪府と交渉した経過がございます。だ

けど今回の補助につきましては緊急補助

対策という形でありまして、ふだん舗装

までに補助対象を広げられない、そうい

う中で最低限できるのは舗装だけだとい

う大阪府からの回答がございました。

　それで、なかなかできませんので、植

樹帯の改良ということにつきましては、

今後もちょっと計画を考えていきたいと、

検討していきたいと思います。

　ただ、今度の植樹の問題でございます

が、やっぱり土も悪いんだろうと、古く

なった土かもわかりません、中まで入っ

てないかもわかりません。そこは今度の

剪定業務の中でも考えておりまして、そ

の周りの土を入れかえてみたりという形

の方針をとっていきたいと思っておりま

す。

　あと、バリアフリーといいますか、歩

道の段差解消ということでございます。

歩道段差切り下げにつきまして、私ども

今現在、新在家鳥飼上線中心に現行続け

ておりまして、市内の歩道段差切り下げ

箇所の７３％が終わっているところでご

ざいます。

　来年度も一応、新在家鳥飼上線の改良

は続けたいきたいと思っております。た

だ、改良をしていくのは、交差点とか、

人が歩道に上がるための道ということで

ございます。

　委員が御指摘の歩道の段差切り下げと

おっしゃるのは一般の出入り口とか、も

しくは歩道全体のでこぼこの事もあるの

ではないかと思うんですが、歩道の段差

切り下げはなかなか難しく、高さの問題、

取りつけの問題は難しいと思います。

　しかしながら、歩道の段差や、でこぼ

こ、それにつきましては、補修工事をやっ

ていくときには、十分配慮して解消に努

めてまいりたいと思っているところでご

ざいます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　下水道管理課に

係ります質問に関しましてお答えさせて

いただきます。

　まず、安威川ダムの負担金でございま

すが、総額にいたしまして１７億８，８

００万円の費用が算出されておりまして、

本市が受け持つ金額といたしましては協

定書では１億７，８６２万１，２００円

の負担になっておりまして、負担率にし

ましたら９．９９％の額になっておりま

す。事業費を精査しました結果、３月末

までには、協定書の内容を変更する予定

にいたしております。

　内容でございますが、負担金の総額に

つきましては１７億８，８００万円を１

２億３，３００万円に改めまして、これ

に伴いまして摂津市の負担金の額につき

ましても１億７，８６２万１，２００円

を、１億２，３１７万７，０００円に変

更する予定でございます。
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　年度別に説明させていただきますと、

平成２３年度９９９万円を４９９万５，

０００円に、平成２４年度１，３９８万

６，０００円を４９９万５，０００円に、

平成２５年度１，３９８万６，０００円

を４９９万５，０００円に、平成２６年

度１，６９８万３，０００円を４９９万

５，０００円に、平成２７年度１，６９

８万３，０００円を４９９万５，０００

円に、平成２８年度１，６５８万３，２

００円を８０９万２，０００円に変更す

る予定でございます。

　続きまして、利水の撤退に伴いまして、

負担率の変更をいたしております。

　内容でございますが、大阪府の０．３

４９０を０．４４４８にしております。

大阪府の水道部の０．３０２０を０．２

０６２にそれぞれ改めております。

　なお、摂津市の負担率に関しましては、

変更はございません。

　続きまして、ダムの建設についてでご

ざいますが、平成２２年９月２８日に国

よりダム事業主体に検証の検討の要請が

ございまして、国のダム検証基準に基づ

き大阪府の今後の治水対策の進み方に沿っ

て、ダムの事業費の点検、複数の対策案

の立案、概略評価による治水対策案の抽

出、治水対策案の評価軸ごとに比較、総

合的に評価等をまとめた検証報告書をつ

くることになっております。

　それから府民の方からの意見徴収を行

いまして流域市からなる検討の場が開催

されております。流域５市の首長等さん

に出席していただきまして、相互の立場

を理解しつつ、検討内容の認識を深め、

検討を行っております。

　この会議で大阪府がまとめましたダム

継続を求める国への報告書素案を了承さ

れ、今後大阪府は有識者によりまして、

府河川整備委員会の意見を踏まえて今後

最終判断されると伺っております。

　以上、ダム関係でございまして、次に

しゅんせつ賃金１８０万円につきまして

でございますが、これは地元水利組合に

おきまして、年１、２回農業水路のしゅ

んせつ活動をしていただきまして、１人

あたり３，０００円を支給していただく

ために総人数６００人、１８０万円を計

上させていただいておるものでございま

すが、決算審査の委員会におきまして、

御指摘等も受けております。

　今回、地元水利団体と水路の維持管理

等につきまして、協定書等を締結し、支

払うことができないか、今後、検討して

まいりたいと思っておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　農業水路費の土

地改良事業団体連合会への負担金につい

て御答弁申し上げます。

　決算審査の委員会でも委員のほうから

御意見をいただいているところなんです

けれども、本市におきましては、単独で

土地改良事業というのは行っておらず、

すべて神安土地改良区を通じて事業のほ

うが行われているということから事業団

への負担金はどうなのかということでご

ざいますけども、連合会に所属すること

で、さまざまなメリットがございます。

　具体的には、水路等の設計維持管理に

関して、技術的な支援を受けることがで

きます。また年３回行われている技術研

修にも参加することができます。そのほ

かにも土地改良法等、苦情等に関して特

に知識のある顧問弁護士とも相談できま

す。さらには施設保険について、府下の

市町村も多く加入していることで市価よ

り２割から３割程度安い保険料となって

いることも言われております。

　このようなメリットがあるということ
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から、市独自で土地改良事業というのは

行っておりませんけども、こういったメ

リットを考えますと、連合会に所属する

意義はあると考えております。

　また府下の４２市町村すべて今現在加

入されておられる状況でございます。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　クリーンセンター

問題について、御答弁申し上げたいと思

います。

　この問題は、非常に難しい問題でござ

いまして、吹田操車場跡地の開発に絡み

ますまちづくりを大きく影響しておりま

す。

　そのような中で、どのような交渉計画

かということですが、私どもとしまして

は、正雀処理場が平成２５年３月春に機

能停止をするという形の中で、クリーン

センターの最終処理は正雀処理場でお願

いしておるものですから、この内容につ

きまして、吹田市のほうで処理していた

だけないか、今まで摂津市に吹田市の正

雀処理場という施設があった、そこで処

理してた機能、それが停止するというこ

とであったとしましても、過去の覚書、

協定書等で交わしている内容に基づいて、

処理をお願いできないかということを申

し入れております。

　また一方、正雀処理場を建設した当時、

大阪府の企業局ですけれども、建設した

という状況の立場の責任のもとで大阪府

のほうでも処理をお願いできないかとい

うことで、安威川流域下水道の茨木市域

にございます中央水みらいセンター、こ

ちらのほうへ投入させていただきたいと

いうことも申し入れております。

　これ、双方ともに吹田市域であったり、

あるいは茨木市域ということの流れの中

で地元問題が浮上してまいります。そう

いう状況の中では非常に難しいというこ

とで、今のところ了解をいただけていな

い状況にございます。

　ですけれども、私どもとしましてはこ

の内容につきまして、ほうっておくわけ

にはいきませんので、今のところ吹田市

へ、あるいは大阪府へ、その処理をお願

いできないか。

　この協議する経過の中では、本市の市

長と吹田市の市長、それと副市長同士と

かいうような形の中でも協議を進めてい

ただいているという状況にございます。

ですが、今のところ明確な回答が出てき

ていないというのが現実でございます。

　私どもとしましても、平成２５年に機

能停止ということになりますと、この内

容は非常に市民生活にも大きく影響を与

える内容だと思います。ですから、私ど

もとしましては、その市民生活に影響を

及ぼさないような措置を講じていかなけ

ればならないという状況ことを今考えて

いる次第でございます。

　ですが、今のところ、今後も私どもの

といいますか、本市の意向を酌みとって

いただくよう強く協議を求めて、了解を

いただける努力をしてまいりたいとこの

ように考えているところでございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　順を追って再質問いたし

ます。

　道路占用料については、しっかりとデー

タを確認されてしっかりと徴収をしてい

ただくようにお願いしたいと思います。

　市営住宅の使用料について、滞納の部

分についても十分取り組んでいこうとい

う姿勢が見えましたし、自動振替につい

ても、市民の利便性、利用者の利便性を

向上するためにぜひ検討をしていただい

て、実施できるように取り組んでいただ

きたいと思います。

　山本課長から御答弁いただきました自
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動車駐車場の使用料の問題で、いろいろ

事情があったということで２割程度の補

正で減額をされたわけでありますが、駐

車料金のあり方の問題、あるいは機械化

の問題、早急に取り組んでいただいて、

支出、出る部分をおさえない限りは、今

の経済状況を踏まえて収入はそんなに伸

びないということであれば、決算でも過

去の推移を言いましたけれども、そんな

に見込めないんやったら、支出のほうで

やっぱり努力せなあかん。

　そのことをぜひ検討を加えて早急に見

出せるようにしていただきたいと思いま

す。

　都市再生地籍調査で、従来、事業費で

は１，０００万円あったわけです。今３

００万円ということで３分の１以下に落

ちてしまったわけです。その中で従来は

４分の１を市が持てば、その４倍、１，

０００万円やったら２５０万円で１，０

００万円の事業ができた。

　今度は、３００万円の補助対象費用、

摂津市から１００万円持ち出さなあかん

と、こういうのやったらやめたらいいで

すよ。

　市が持ち出さないかんと、こういうこ

とやったら検討し直す必要があると思う

んです。今期、１７５万円の市の支出と

いうことでありますけれども、４００万

円の事業に対して大方２分の１程度、市

がもたないといけないなら、考え直さな

いかんのと違いますか、見解を賜りたい

と思います。

　住宅費の補助金は、理解をいたしまし

た。我々も随分と主張してまいった経過

がありますので、ぜひ、ひとつしていた

だきたいと思います。

　防犯カメラの問題は、先ほども言いま

したように、この間の本会議で生活環境

部長が御答弁されてました。警察とそし

て市の防犯対策部署とそして交通対策部

署ということで、やはり交通安全のため

ならば交通対策部署で、そしてひったく

りとか、あるいは犯罪防止のための事業

費であればやはり、防犯対策の関係の部

署の意見を最大限生かしていただきたい。

件数が少ないからでしょうけど、摂津市

の駅前が対象になっていません。そして

鳥飼地域にも以前申し上げましたように、

ひったくりで転倒されて人が亡くなられ

ているというようなところもありますの

で、そういったところや、あるいは商店

街等にも設置をしていただけるような取

り組みをしていただきたい。

　この全部とは言いません。４６台いた

だけるんですから、４６台の半分ぐらい

は、そういった形で使うというようなこ

とも検討してはどうかと、いうふうに提

言するんですけれども、お考えがあれば

聞かせていただきたいと思います。

　権限移譲に関する交付金は、理解をい

たしました。

　補正予算の関係でありますが、２，０

０５万円減額されて２，５００万円の道

路工事をされていると、差額が約５００

万円あります、歳入の分で１，１００万

円入ってくると、理解に苦しむんです。

その辺、再度御説明下さい。これは歳入

の方ですけれど、都市計画課の新在家鳥

飼上線の拡幅事業、５年もかかって、や

らないかんような距離かというふうに思

うわけです。

　平成２３年から５年間かけてわずか１

５０メートルの工事をやると、用地買収

を含めて、余りにも時間がかかり過ぎた

というふうに思います。

　これやったら３年でやらなあかんと思

うんですよ。今年に実施設計まで入れる

んだということであれば、あと用地買収

と工事にかかるということで、３年、２
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年間は短縮しないと、５年なければ道が

完成しないというようなことではいかん

と思うので担当の決意を聞かせてくださ

い。

　５年かかるということだったら５年で

よろしいけど、３年でやらないかんと思

います。

　先ほど、ちょっと御答弁が不十分だっ

たように思うんですけれども、市街化調

整区域の編入です。そういった事業につ

いては都市計画課のほうでやられると、

あと工事関係については土木下水道部と

いうことなのか。この２，４５０万円の

費用も含めて入っているのかどうか、取

りかえてまたやりますけども、今の段階

で都市計画決定のほうの関係の費用とし

ては、ほとんどないというふうに思うん

ですけれども、その辺をもう一度、御答

弁いただきたいと思います。

　十三高槻線の問題でございますが、こ

れは個人の意見かもわかりませんけれど

も正雀川を渡りまして、吹田市側に入り

ます、そして豊中岸部線と交差をすると

いうところで、そして十三高槻線は西へ

進んでいくということであります。

　吹田市のほうの要望かあるいは地元の

要望か知りませんけれども、豊中岸部線

の道路整備をやらない限りは、通っては

ならないというようなことで、言われて

いるということであります。

　そうすると、摂津市が完成をして吹田

市域も完成してまいっていよいよ道路、

車両がどちらのほうに進むということに

なれば北伸をして、阪急電車を渡って、

そして吹田側に抜けていくということに

通常なろうかと思います。西へ進むとい

うことについてはかなりの時間要すると

いうふうに思いますので、そういったこ

とも当然ありかなと思うんですけれども、

やはり摂津市のほうは、早く完成してい

るけれども、吹田市のほうはまだ未完成

ということで、交通渋滞の解消がまだま

だ先になるということであれば、何らか

の方策を出さなければならないと思うん

ですけれども、摂津市の関係者の意見と

してはどういうお考えをお持ちなのかお

尋ねをいたしたいと思います。

　ＪＲ西口のエレベーターの設置事業で

ありますが、基本設計で２案を示してき

て、あと１案に絞るということでありま

す。これについては、いろんな人の意見

もあろうかと思いますし、工事費の関係

もある、そして工事期間の関係もあると

いうことであります。どういった段階で

決定がなされて、実施設計に入られるの

かもう一度、お尋ねいたしたいと思いま

す。

　交通対策課のほうの公共施設巡回バス

の運行の業務委託でありますが、これに

ついては、先ほど申し上げたような形で

取り組んでいただけないかどうか、再度

決意をいただきたいと思います。

　やはり公平性の問題で、地域の人たち

の中でも、不満を持たれるわけです。走

らせていいことをやっていいるにもかか

わらず、公平性、不公平性からやめてし

まうと、あんなもの無駄やというような

意見が出てきて、市が頑張って努力をし

ているのに、やはり無駄になってしまう

ような状況がありますので、こういった

関係からやはり有料化、一部有料化だと

いうことで行うことは、そう言った人た

ちの意見も理解をいただけるというふう

になるんですけれど。

　また、千里丘の北部地域の方も、ある

いは摂津市の南側の西南地域の方でも市

民の足の確保のために御意見が出ている

ということです。

　もう一度、そういったことを踏まえて

今、検討中だということでありますけれ
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ども、そういった状況へ向って取り組め

るかどうか、お尋ねをいたしたいと思い

ます。

　市営住宅の空き家状況について、４軒

あいておるということでございますので、

早急に入居をしていただけるような手続

を平成２３年度、早期にとっていただき

たいと思います。

　なお、空き家のリフォームは随時やっ

ていかなければならないと思うんです。

ほったらかしと言ったら悪いですけど、

空いたら空いたままでしばらく置いてお

かれるということに対して、やはり安全

性の問題だとか、地域からいろんな声が

出ております。したがって、出られたす

ぐ改修工事をやり、リフォーム工事をやっ

て、次に入っていただくんだとう姿勢を

市が見せない限り、市はほったらかしや

というようなことになりますので、その

辺を取り組んでいただきたいと要望して

おきます。

　市営三島住宅の建設に伴います周辺道

路の整備で安全対策、複数の案をもって

府警のほうへ行くということであります

けれども、早くまとめていただいて、市

民の方が、請願者が安心していただける

ように、早期に結論を見出していただき

たいと思います。

　安威川ダムの問題について、御質問申

し上げたいと思います。

　負担金がかなり減っていくということ

でありまして、私、先般なにげなしに新

聞を見ますと、こういうチラシが折り込

まれてました。この「安威川ダムニュー

ス」なんですが。これは全新聞に、よそ

は知りませんけど、摂津市内の全新聞に

折り込まれたようでございます。

　折り込みをやらない日経まで入ってた

ということであります。この中には、既

につけかえ道路が完成をして、後、本体

工事だけだという内容であります。そん

な状況の中にあって、まだ本体工事が着

工されないということについては、市民

の方が一体何だというふうに言われるわ

けです。私たちの貴重な税の中から負担

金を払っているんですよと、受益面積に

基づいて払っているんですよという説明

をするんですけれども、そんなんやった

らやめたらよろしいねんと、こういうよ

うな御意見も聞いたことあります。

　その中で、私、議員ですけれども、新

聞折り込みを見なかった場合、こういう

資料は一切手に入らない。これは建設常

任委員の皆さん方もそうでしょう。だれ

も持ってないわけです。市が負担金を出

しているにもかかわらずそういった状況

のニュース、工事の竣工に伴っていろん

なイベントやられているわけです。私た

ちは一切知らない。通ったこともないで

すけど、そういうような状況であります。

　これこそまさに税金の無駄遣いをされ

ていると思います。これは私たちが負担

を出しているその一部の費用からこれを

つくっていると思うんです。こんなこと

をされとって、市はやはり意見の一つも

申し上げないかんと思います。

　そういうことを感じまして、とりあえ

ず周辺が全部の整備ができて終わったよ

うな感じであります。そういう中で本体

工事はまだ着工されないということにつ

いては問題だというふうに思うので、市

としては本会議での市長の答弁で、積極

的に要望をしていくということでありま

すけれども、さらに強くやらなければ、

本体工事はできないような状況になる可

能性もあるので、その辺を担当として、

今、言葉いただきましたけど、再度、副

市長からの決意もいただきたいというふ

うに思います。

　クリーンセンターの問題は、後２年で
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ございますので、この間に精力的に話し

合いを強めていただいて、市の一定の方

向性が出るように取り組んでいただきた

いと思います。

　以上で、２回目の質疑を終わります。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　新在家鳥飼上線の

歩道の拡幅整備事業でございますが、平

成２３年から、５年もかかるのかという

ことで、２年間ぐらいは短縮できるので

はないかということでございますが、我々

も一応、５年という計画は、平成２３年

度に測量と道路の実施設計を行いまして、

まず用地買収がございます。用地買収に

は相手があることですので、二、三年か

かるという見込みをしておりますが、で

きるだけ用地買収におきましても努力い

たしまして、用地買収は当然早く買収で

きれば１年でも２年でも先に工事にかか

れるということですので、その辺はまた

努力してまいりたいと考えております。

　それから、市街化調整区域への公共下

水道の件です。

　これについては、公共下水道の拡大を

するには、都市計画変更の手続が必要に

なってきます。

　それに伴います都市計画変更の、図書

は下水道整備課において、委託されて作

成されます。我々都市計画課のほうは、

公共下水道の拡大の都市計画変更が必要

になってきますので、都市計画課の役割

としましては、今度、都市計画審議会に

諮る手続をしてまいりたいと考えており

ます。

　それから、十三高槻線が今現在正雀工

区で行われております。吹田側で現在、

途中まで工事されてますけども、豊中岸

部線の工事をやらないと抜け道ができな

いんじゃないかということであったと思

うんですが、これにつきましても大阪府

のほうからお聞きしてますのは、今後、

当然そういう事態は認識されております

ので、地元警察等や、地元関係者と協議

をしながらどういう対応で規制するのか、

例えば、交通処理の方法を検討する等と

いうことで大阪府のほうより伺っており

ます。

　それから、西口のエレベーターにつき

ましてですが、先ほど２案に絞り込んで

いるというふうに申し上げましたが、我々

もこの２案の中で早期にこのエレベーター

が設置できますようにＪＲとも協議を行

い、課題の整理をしまして、早い段階で

設置箇所を１案に絞りまして、平成２３

年度実施設計に着手してまいりたいと考

えております。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本交通対策課長　原田委員の２回目

の御質問にお答えいたします。防犯カメ

ラの設置についてです。駐車場以外にも

回せないかというお問いでございまが、

街頭犯罪認知件数を減らすためのもので

ございまして、先ほども申し上げました

ように、１０４の駅には摂津市は該当し

てなかった、その中で駐車場での街頭犯

罪が多い、そういうことで、警察のほう

からもそういう場所につけられないかと

いうことがございまして、施設を管理い

たしております交通対策課のほうで自転

車駐車場に設置を予定にしておりますの

で、それ以外の場所に交通対策でという

のはちょっと難しいと考えてございます。

　巡回バスの状況でございますけれども、

懇談会の中でも無料で乗られている方、

大変喜んでいられる方もございますし、

有料になっても乗りたいと言ってくださ

る方もございます。先ほども申し上げま

したように、既存の路線バス等の競合と

いう問題もございます。バス事業者とも、

民間のノウハウもお聞きした中で、検討
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を進めさせていただきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　補正予算の件で

ございます。

　まず、２，００５万円の減額の件につ

いて、御説明申し上げます。

　これにつきましては、駅前１号線外１

路線雨水排水補修事業、これは入札でご

ざいまして、差金が出ております。それ

が１，９７５万円。あと市内側溝改修事

業につきましては、これも同じく入札で

行い３０万円。その合計２，００５万円

の執行不用額が出てまいりますので、そ

れを減額したものでございます。

　あと２，５００万円の鳥飼西維持工事

の総額でございます。これにつきまして

は、事業予算として２，５００万円、そ

のうち２，０００万円が補助対象額でご

ざいます。

　その補助対象額の割合が５５％という

ことで１，１００万円ということになっ

ております。

　マイナス２，００５万円というのは、

執行差金の減額になっておりまして２，

５００万円はこれは新たに今回の補助対

象額の追加でございます。

　あと都市再生地籍調査ですが、委員が

おっしゃるように、最高１，０００万円

の補助金があったのが、いつの間にか３

００万円になってしまったと、そういう

ことは機会があるごとに言っているわけ

です。平成１７年当時の７００万円ぐら

いあったら進捗も大分できるんじゃない

かというようなこともありまして、機会

があるごとに大阪府に申しております。

　しかしながら、大阪府のほうにつきま

しても平成２０年度では前年度３０％近

くの補助金が減額されておりますので、

補助に出すお金がないというふうな状況

です。ただ地籍調査の役割といいますの

は官民確認、これの以前というのは道路

区域決定事務、それに比べますと今回の

ほうは区域を決定して、区域の中でやっ

ていく方法でありますので、その土地の

区域が多ければ、道路の延長が大きけれ

ば、それほど延長の確認ができていくと

いう実績もございますので、事業として

続けていきたいと思います。

　ただ、補助金をもらえるものなら少し

でもたくさんもらっていきたいとう考え

で事業を続けていきたいと思っておりま

す。御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　安威川ダムとそれからク

リーンセンターの問題は、また他の委員

の方の副市長への質問があるかもしれま

せんので、後の委員にお任せし、保留し

ます。

　防犯カメラの分でございますが、申し

わけないけれども、生活環境部長は本会

議で答弁されてます。そういう中で、警

察とか、あるいは関係者の意見を十分聞

いた上で設置をしていきたいというよう

な御答弁もありましたので、それを参考

というよりもそのことが一番大事だとい

うふうに私は感じておったんです。

　したがって、自転車置き場だけにつけ

るということでなくして、やはり地域全

体を見渡した中で、防犯対策を講じる必

要があるんだろうということを先ほど申

し上げたように、４６台のうちの半分で

もいいからそういう方向につけていくべ

きだというふうに思いますので、これは

意見を述べておきたいと思います。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　ちょっと絞って質問さ

せていただきたいと思います。
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　ダムの問題は先ほど原田委員から議論

があったんですけれども、この問題は、

摂津市としても相当過去から取り組んで

きた問題ですし、私も昭和４７年に市会

議員に立候補したときに、その政治の先

輩であるもと府議会議員の橋本和夫さん

から、「木村君、治山治水は政治の要諦

や、そういう点からしたら摂津市の河川

はほとんど危険河川や、とりわけ君の住

んでいる正雀地域は正雀川、安威川、そ

してまた山田川、その辺に囲まれて、どっ

かが決壊したら、この辺は湖になってし

まうで」というようなことも言われて、

その問題について、真剣に取り組んでい

けよということの教訓を受けました。

　そんな中で、鳥飼野々で１１１戸の浸

水事件が発生をいたしました。このとき

私は議長として、当時の森川市長と一緒

に今、市長をされている森山府議会議員

を通じて大阪府に対して番田水門の設置

の要請に上がりました。

　そのときに、担当部長がおっしゃった

のは、幾ら逆流防止用のゲートをつけて

も上からどんどん水がきますよと、それ

を食いとめるためにはやっぱり上流のダ

ムで一たん水を抱き、徐々に放流をする

ということにせんと根本的な解決にはな

りませんよということを言われて、摂津

市議会として決議を上げてもらえますか

ということを交換条件ではないんですけ

ども言われました。そのときに私は、即

座にそういう過去の橋本さんの話、そし

てまたうちの自治会長もそのことは全く

同じ意見を持っておられましたし、私は

即座にその場でダム建設の促進決議をし

ますということを約束をして番田水門が

設置されることは決定したわけです。

　そういう点ではダムの工事をしていて、

一向にはかどっていないという現状で茨

木土木事務所のほうでもいろいろと私た

ちにも相談されて、何とか前に進めたい。

そういう中で、摂津市議会が茨木市でも

決議が挙がってない中で、挙げてもらっ

たことはダムの建設に大変な弾みがつい

たから、一回現場を見てくださいという

ことで、安威川ダムの現場事務所へ呼ば

れまして、現地をずっと車で案内をして

もらいました。ここにダムが設置をされ

たら摂津市に流入する水量がコントロー

ルできるということで、安心しました。

　今さっきニュースを見せてもらいまし

たけれども、まだ安威川ダムは本体工事

に着工されておりません。橋下知事は決

断をされる方ですから、いつ何時また本

体工事に入ってないからやめるんだとい

うふうになるかもわかりません。今のと

ころやはり安威川ダムでやることは一番

経理的に安いから安威川ダムをやるんだ

ということを言っておられますけれども、

いつ方向転換されるかもわからない危険

性があります。

　そういう点では、今後摂津市として、

大阪府に対して地元議員もいらっしゃる

ことですから、やはり安威川ダムの工事

については粛々と進めているということ

の行動をこれからも引き続いてとってい

くべきだと思います。

　その辺では、市長もああいう答弁をさ

れておりますし、その点では担当課とし

て、工事の早期実現に向けてのお考えを

持っておられたら、お聞かせ願いたいと

思います。

　それから、もう１つは平和公園のせせ

らぎ水路の問題、これは、過去にも取り

上げたと思うんですけれども、摂津市は

平和都市宣言をしてます。憲法を守り人

間を尊重をする平和都市宣言。その平和

都市宣言のシンボルであるあの平和公園、

カリオンがあってせせらぎ水路がある。

そしてまた広島の市長からいただいた石
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もちゃんとあったという中で、これから

桜のシーズンになりますと、あそこで多

くの市民が憩う。

　そういう中で、せせらぎは流れてない

ということで、子どもたちが水に親しむ

チャンスも失ってしまっている。こうい

うことでは、私は平和都市宣言をしてい

る摂津市として大変お粗末なことではな

いかなというふうに感じております。

　そういう点では、やはり一日も早くせ

せらぎ水路を復活して、そしてまた平和

の石をもっとしっかり市民の目に触れる

ところへ持っていって、そこで平和の集

会を開いてイベントをする。そしてカリ

オンを鳴らす。

　そんなことをやられてはじめて、摂津

市は平和都市宣言をしているということ

の市民に対する説得力が私はあると思う

んですけれども、宣言をしながらそのシ

ンボルがお粗末な状態にあるということ

は私は許せないことだと思いますし、そ

ういう点では、今まで放置と言いません

けれども、全く手をつけずにやってこら

れたことに対して、担当課としてなぜそ

うなったのか、今後どのようにされてい

くのか、その辺のお考え方を聞きたいと

思います。

　新在家鳥飼上線については先ほど議論

されましたけれども、５年かかってやっ

ていくということですけども、本会議で

質問しましたので、重複を避けて質問し

ます。ダイキン工業が研究所をこちらへ

持ってこられる。３００億とも４００億

ともいうお金をかけて、そこに１，６０

０人の従業員が来られます。そしたら、

従来の従業員とあわせまして相当な人が

出入りするわけです。聞くところにより

ますとやはり大阪高槻線の側に出入り口

ができるだろうということを聞いており

ます。東門のほうでは交通渋滞とか、い

ろんな関係で難しいということで大阪高

槻線のほうに入り口を持ってこられると

いうようなことになってきますと、ます

ます大阪高槻線が渋滞してまいります。

　やはり、こうして企業がどんどん進出

してこられたときに、インフラ整備がで

きてないわ、交通渋滞はどんどん発生す

るわ、その研究所へ来られた方、あるい

は勤めておられる方が通勤の関係で摂津

に住まいをしようとしても交通の便が悪

いと、モノレールがありますけれども、

いろいろ私鉄沿線では通勤が非常に複雑

化して通勤費用もかさんでくるというこ

とになってくると摂津市へ住もうと思っ

ても住めない、人口がどんどん減っていっ

て、これから８万人という目標設定をさ

れておりますけれども、やはり人口をた

だ減らす、少子高齢化で減っていくとい

うことで済ますのではなしに、やはり何

とか引きとめる、あるいは若干ふやして

いくということからすればそういう企業

に来られた方が摂津へ住もうかなという

ことにするためには、やはりインフラ整

備をしっかりしなくてはならないと思い

ます。

　その点では大阪府は大阪高槻線を今、

凍結路線ということで手をつけずに放置

してます。これは摂津市としては非常に

困ることですし、摂津市として大阪府に

対して、そういう凍結という形を排除し

てもらって、やはり大阪高槻線を拡幅し

てもらうということの要請をしていかな

いといけません。

　それともう１つは一津屋交差点は、大

阪府下でもワースト１０には間違いなく

入っている交差点です。この交差点の改

良をなくして、大阪高槻線の交通問題の

解消はないと思います。この一津屋交差

点に交通渋滞の大きな問題が集約されて

いると思いますので、やはり交差点の改
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良と大阪高槻線の拡幅、これはきっちり

とやってもらうように強い姿勢で臨んで

もらいたいと思っております。

　そういう点では、担当部としてこの問

題についての認識をお答えください。市

長から答弁もらっておりますけども、補

足した答弁がもしあれば答弁をお願いし

たいと思います。

○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　木村委員の御

質問の公園にかかわります部分にお答え

をさせていただきます。

　平和公園のせせらぎ水路、今、動いて

ないじゃないか、それと平和都市宣言を

しているにもかかわらず、今の平和の石

とそのあたりがないがしろになっている

んじゃないかというお話でございます。

　私も平成２１年から公園の管理に携わ

る中で、平和公園の現地も確認をさせて

いただいております。確かにせせらぎ水

路につきましても、今現在、水路として

の機能が果たせておりません。

　なぜそうなったかというのは、私にも

わからないんですけれども、はっきり申

し上げて、今のせせらぎ水路を復活させ

るには、今の老朽化したポンプであった

り、電気盤の取りかえであったりという

形の中でかなりの経費的なものがかかっ

てこようかと思います。

　その状況の中で、一時休止が今までに

なってしまったという状況になっている

と思うんですけれども、まさに委員おっ

しゃるとおり平和都市宣言をしている中

で、やはりそのままの状態で放置すると

いうのは決してよくないことであると私

も感じておりますので、今後、今の水路

の復活であったり、今の平和の石を尊重

できるような形への構造というか、位置

変更というような、そのあたりも視野に

入れながら、検討をしてまいりたいとい

うふうに考えておりますのでよろしくお

願い申し上げたいと思います。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　安威川ダムに関

してですけれども、担当課としての決意

ということでございます。

　私も平成１１年と平成１６年の議会決

議のもとで整備の促進をしていただいた

ということを深く喜んでおります。その

ことも大阪府には従来からも伝えて、担

当のほうにも伝えている次第でございま

す。

　それと、大阪府の河川整備委員会の場

でも時間雨量８０ミリメートル、１００

年確率というのは妥当ということも伺っ

ております。ですから、本市は低地部に

位置しておりますので、内水対策のかな

めであります番田水門、そして安威川左

岸ポンプ場が既に完成しておりますので、

あわせて安威川ダムが必要不可欠なプロ

ジェクトでとあることは認識しておりま

す。

　今後は、早期着工完成の要望を大阪府

に強く伝えてまいりたいと思っておりま

す。

　それと、以前、安威川の検証にかかわ

る検討の場で２月１８日にございますが、

市長も議論の場で強くダムの要請をされ

ておられます。そのことも一言伝えて答

弁とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。

○山本靖一委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは木村委員

の大阪高槻線の改良についてのご質問で

ありますが、大阪府が担当します府道の

凍結路線でございますけども、今後、開

発予定されている企業の工場もあります

ので大阪高槻線にまだ未整備区間がある

ということは認識しております。そして

その路線も今の段階では凍結路線という
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ことで過去から大阪府に何度も要望をし

てまいりましたが、なかなか一向に進ま

ない状況であります。

　しかし、今、最近の新聞の中でもそう

いう開発、工場の改修計画が出ておりま

すので、そのことも踏まえまして、もう

一度、大阪府のほうに大阪高槻線の未整

備区間あるいは、歩道についてもバリア

フリー等の対応について強く要望してま

いりたいと考えております。

　一津屋交差点の渋滞についても先日の

本会議ときに、土木下水道部で答弁させ

ていただいておりますが、改良あるいは

改修について大阪府のほうに強く要望を

申し入れていくということもございまし

たので、あわせてその辺をもう一度、大

阪府のほうへ申し入れていきたいと思っ

ております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　平和公園のせせらぎ水

路の経費がかかることは最初からわかっ

ていることです。途中で経費がかかるか

らやめとこかというような問題ではない

と思います。平和都市宣言をした摂津市

のシンボルとして永久にこれは続けてい

くというのが本来の姿だと思うんです。

　それを放置してきた今の状況を考えま

すと、摂津市が平和に対して本当に真剣

に考えておるかということについて、疑

問を感じます。私は、大阪府議長会の会

長をしたときに、湾岸戦争が勃発しまま

した。そのときに議長会の決議というの

はブロックであげて、理事会にかけて、

総会にかけて、それがないとできないと

いうことで、そんなことでは戦争が終わっ

てしまうかもわからないということで、

会長職権で決議を上げるということを決

めました。

　ところが顧問市である大阪市から呼び

つけられまして、なんということをする

ねんと、大阪市は議長会の顧問市やと、

それを、人口８万人そこそこの小さいま

ちから出てきた議長が何をそんな大それ

たことを言うとんねんと、いうことで、

そんなことやるんやったら、大阪市は、

顧問市を脱退するというようなことまで

恫喝をされました。しかし、私は、その

ときに、そしたら議長会の決議というの

は、どういうものがあるんですかという

ことを逆に聞きますと、議長会の決議と

いうのは、補助金をふやせとか、公共施

設を充実させろとか、そういう各市が共

有する問題をやるもんやと、そういう湾

岸戦争なんていうのは、非常に、各会派、

政党によって、意見が分かれるから議長

会の決議にならないということを言われ

ました。それに対して、私は、「おっしゃ

いますけれども、湾岸戦争の即時停戦を

求める決議というのは、平和を求める決

議です。平和は各市が共有する問題と違

いますか」ということで話をしましたら、

大阪市としては、総会で一言ものを言わ

せてもらうと、いうことで、私は帰った

んですけど、それほどに、私は摂津市の

平和都市宣言にのっとって、平和を希求

していくというのが我々議会議員の責任

だと思ってますし、そういう点で、その

地元の摂津市の平和のシンボルである平

和公園のせせらぎ水路がとまってしまっ

ておるということについては、どうして

も許せません。だからこの問題、ここま

で放置されてきて私も傍観してたわけで

はなしに、何回かこの問題、取り上げて

ますし、そういう点では、この問題は、

これから引き続いて、私は行政に対して、

迫っていきたいと思いますので、その辺

で、一日も早い取り組みをされますこと

をここで要望しておきたいと思います。

　バスの問題、さっき触れるのを忘れた

んですけれども、交通関係の阪急バス、
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阪急タクシー、阪急電車、それとか近鉄、

高槻の市営交通、いろんな交通労働者の

組合のほうで中心になって取り組んでお

られる大阪府民の交通環境を良くする行

動実行委員会、私はそのメンバーの摂津

市の顧問議員として、この、バス問題、

交通問題に取り組んでまいりました。そ

ういう点では、担当と十分今までからコ

ンタクトを取ってますし、この問題につ

いては、相当、協力している部分もあり

ます。ただ、この前の北摂地域の会議の

とき、各北摂の話、市町の担当者、ある

いはまた、そういう交通団体、各市の顧

問議員が集まって議論をしたときに、箕

面の議員から、従来、箕面市は福祉バス

を回していたと、しかし、市長が変わっ

て、倉田市長になって、国から補助金を

取ってきて、有料にして、コミュニティ

バスにしましたというような話を聞きま

した。そして、また、茨木市でも、今ま

で走らせていたバスが非常に利用者が少

なくて、何とかして、乗客をふやしたい

ということで、便数をふやしたというこ

とで非常に利用者がふえたというような

話もありましたし、そういう点では、箕

面市の「オレンジゆずるバス」、先ほど

申し上げましたように、有料にして、福

祉バスからコミュニティバスに切りかえ

ていかれたということもいろいろ各市の

状況も参考にしながら、摂津市が今、摂

津市全体の交通体系、バス路線の問題、

これは一から再構成して見直していくと

いうことも必要だと私は思います。

　先ほど答弁にありましたようにこれは、

公共施設を回るということで路線バスと

の調合を図っていってもらえるというこ

とですけれども、その公共施設巡回バス

も阪急バスですし、そういう点では、お

互いに調整は可能だと思います。やはり、

起点終点の問題、あるいはまた、有料化

の問題、それからバスの停留所の問題、

いろんなものをここで一遍見直してみる

必要があると思うんです。その点では、

確かに難しい問題もあると思います、し

かし、それは、難しいからということで、

放置をしてしまうと今のままで進んでし

まいます。何とか改良するということか

らすれば、今の公共施設巡回バスがどの

ように、路線バス、循環バスをカバーで

きるかということを考えるべきであって、

路線が競合する、そんな問題もバス会社

と十分に調整をしながら、今のままでは

なしに、改良していくということが必要

ではないかと思うんですけれども、その

辺のことについて、担当課として、今考

えておられることをお答え願いたいと思

います。

　ダム問題は、摂津市にとっては、非常

に重要な問題ですし、議会の中でも意見

は分かれます。それはそれとして、やは

り、摂津市の安全安心を守る上では、現

実にもう既に１１１戸の床上浸水事故が

発生しておりますし、そういう点では、

市民の生命、財産を守るという立場から

すれば、やはり、今の水をどう治めてい

くか、番田水門もできました。あとは、

ダムができたらすべて解決するという、

問題ではないと思いますけれども、やは

り、ダムをつくることによって、雨水を

抱いて、徐々に放流するということにな

れば、治水という面では、大きく前進し

ていくと思いますので、今後大阪府に対

して、そういう方向転換が起こらないよ

うに、しっかりと行政としての意見を言っ

てもらうということを、これは要望にし

ておきたいと思います。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本交通対策課長　木村委員の２回目

のご質問にお答え申し上げます。他市、

箕面市のほうで、公共施設への利用目的
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にのみ利用可能な無料の公共施設の巡回

福祉バスを運行されておりました。ただ、

こういう形態であることから、市民の利

用率でありますとか、認知度がともに低

かった。で、自由目的での利用要望が高

く、バスサービスに対する市民からの要

望が強かったことで、市民のための公共

交通について、適正なバスサービスとい

うことで、既存の路線バスへの影響等を

見極めるために、現行の公共福祉巡回バ

スに変わって、市内を循環するバスの実

証運行を今、去年の９月からと聞いてお

りますけれども、３年間されると言うこ

とでございます。実証運行期間中は、年

度ごとに運行の実証の評価を行って、そ

の基準に基づいて、改善とか、見直しを

行うというふうに聞いております。例え

ば、一日に９人以下のバス停であります

とか、１便当たり１５人以下の便は見直

しのときに廃止だとか、減便というふう

なことも検討対象になると伺っておりま

す。うちの巡回バスに該当させるとどこ

まできるのかということもございますし、

先ほど委員がおっしゃったように、バス

事業者の方から、路線バスにおいて、少

なかった乗客を増便することによって、

乗客がふえたという事例もお伺いしてお

ります。そういうこともお聞きした中で、

こういうような事例を踏まえながら、路

線の再編等の参考にさせていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　要望しておきます。今

もありましたように、箕面市の場合は、

そういう福祉バスを倉田市長にかわって

から、国からお金を引っ張ってきて、そ

ういうコミュニティバスに切りかえて、

やっていったという経緯があります。摂

津市の公共施設巡回バスは、市単費でやっ

てます。そういう点では、箕面市みたい

に国から金を引っ張ってきてでもやると

いうようなことは、それは有料化の問題

とかいろいろ条件はつくと思うんですけ

ども、私は、今の時代、何でもただとい

う時代は終わったと思っています。受益

者負担を考えたら、負担金を市民に負担

してもらうという形で進めていくべきだ

と考えています。だからそういうバス問

題というのは非常に複雑な絡みがありま

すから難しいと思うんですけれども、先

進的にそして、やっておられる箕面市の

ことなんかも十分に参考にしながら、ど

ういう形で、どういう経緯で、今の形に

持ってこられたか、その辺のことも参考

にしながら、今の公共施設巡回バスをで

きるだけ充実していく、そのためには、

今現在、通勤時間帯には、公共施設巡回

バスは走っておりません。そういうこと

も含めて、時間差をつけながらでも、循

環バス、路線バスとの時間差をつけてで

も、そういう通勤時間帯をカバーしてい

くということも１つの効果として、私は

出てくると思うんで、その辺の改良につ

いても真剣に考えてもらいたいというこ

とをお願いしておきたいと思います。

○山本靖一委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　２点だけお聞かせい

ただきたいと思います。

　まず１つは、緑化推進事業の新幹線公

園の件でございますが、新たな名所づく

りが目的ということで、１．５キロの長

さを３年間で５７０万円、ソメイヨシノ

を植えていくということでございますが、

この桜を植えて、実際にこの付近の、例

えば、そこに見に来られる方の駐車場の

整備とか、八町の通り抜け、あのあたり

の開発というか、通れるようにすれば、

八町のほうからも回って来られるような

ことが可能だと思うんですが、そのあた
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りの整備の予定とか、そういったものが

あるのかどうかということをお聞きした

いなと思います。

　それともう１点が、先ほど原田委員も

おっしゃってましたけれども、河川のほ

うで、国土交通省の地域協議会というこ

とで、河川のほうのいろんな提案をなさっ

て、それで一定方針が出された後で、工

事発注するというようなお話がございま

したけれども、現時点で、大阪府と国と

協議されて、グラウンドゴルフの建設等

予定されていたと思うんですけれども、

事実上、この政策を行うに当たって、１

つは、今現在、沼地扱いになっている土

地があると思うんです。この土地が、不

法占拠という形になっておりまして、こ

のあたりの問題をまずご存じなのかどう

か、そして、このあたりの解決策を取る

ことも、政策の中の１つじゃないかなと

思うんですけど、このあたりのご意見を

お伺いしたいと思います。

○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　２点、大澤委

員からのご質問に対してお答えをさせて

いただきます。

　まず、平成２３年度から始めます、さ

くらづつみ事業なんですけれども、一応

今の新幹線公園の既存の桜並木の延長を

鳥飼八町エリアのところまで、１．５キ

ロ延ばしていこうと、考えております。

今回の事業内容では、神安土地改良区の

水路の堤防の法肩のところに高さ３メー

トル程度のソメイヨシノの苗木を樹間８

メートルぐらいの間隔で植えて進んでい

くという内容で考えております。桜は苗

木を植えますので、成長してまいります。

ですから、既存であるあれだけのすばら

しい景観が、今すぐに提供できるかとい

えば、なかなか難しい話で、やはり、１

０年、１５年を見据えた形の中で、桜並

木の景観が楽しんでいけるというふうに

は感じております。その中で、委員がおっ

しゃいましたように、それに伴う堤防敷

きの整備であったりというお話ではござ

いますが、なかなか、今の財政状況の中

では、その下の堤防敷きや、そこらの施

設整備までは、手をつけることが非常に

難しい状況ではありますので、まず、桜

並木の下地づくりという形の中で取り組

んでまいりたいと考えてます。

　あと、今の新幹線公園の近所に駐車場

自体、はっきり言ってございません。非

常に寄りつきの悪い場所でもあります。

近畿道下のところに、空き地のように見

える用地的なものがあるんですけれども、

一度、西日本高速道路へも足を運ばせて

もらって、お貸しいただけませんかとい

うことも打診をしてまいったんですが、

維持管理上、どうしても必要なエリアだ

ということで、断られたという経緯もご

ざいます。確かに非常に寄りつきが悪くっ

て、今新幹線公園へ来園していただく方

に案内させてもらってますのが、市役所

の駐車場へ置いていただいて、そこから

申しわけないですけども、歩いていただ

いて、１２分ほどかかるんですけれども、

お願いできませんかというような案内を

させていただいているというのと、あと

もう一つは、新幹線公園が鳥飼水路とＪ

Ｒ貨物との間の非常にわかりづらいとこ

ろにありまして、そこへ行く案内をさせ

てもらうにも、非常に案内しにくいよう

な状況でもありますので、今回、ご質問

にはなかったんですけれども、新規で案

内板設置工事という設置委託というもの

を挙げさせていただいて、新幹線公園ま

での道案内の看板のようなものをも設置

をしていきたいというふうに考えておる

ところでございます。

　それと、淀川の河川公園のグラウンド
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ゴルフも可能な多目的広場の整備に当たっ

てということで、先ほど原田委員のほう

からもご質問ございました。グランウド

ゴルフ場というグラウンドゴルフのみの

使用のものではなくって、グラウンドゴ

ルフもできますし、ほかの球技もできる

多目的に使えるための広場を、今回建設

していこうとしています。先ほど委員が

おっしゃっています沼地、リトルリーグ

をされているところだと思うんですが、

あの場所につきましては、聞くところに

よりますと、国土交通省のほうでも、不

法占拠でお困りの場所であると聞いてま

す。ですから、今の淀川、大阪湾から京

都府域まで、大きな河川公園としての位

置づけになっているんですが、その中に、

不法占拠の場所が多数あるようです。今

の地域協議会の中でも、やはり不正に対

しては、きちっと整理をしていかないと

いかんよという意見も出ています。その

不法占拠場所と今回の整備箇所とは、区

域的には、分かれるんですけれども、整

備は整備で順次進んでいっています。で

すけども、維持管理上の面で、今の不法

占拠に対しては、やはり国土交通省も今

後取り組んでいかれる課題の１つになっ

ているのも事実でございます。ですから、

今の整備とそちらというのは、はっきり

離して考えていただくほうがいいと考え

ております。

○山本靖一委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　新幹線公園の件が、

苗木を植えて５年後ということですけれ

ども、５年後に、じゃあ桜がきれいに咲

くころになって、実際に駐車場もなく、

それから、段差がございますので、高齢

者の方々が、桜を見に来たいと言っても、

そこの場所になかなか足を運べないとい

うようなことであれば、この３年間の５

７０万円というのは、無駄になってしま

うんじゃないかなと思いますので、合わ

せてこの期間中に、苗木が大きく育つま

での間に、やはりこういったことの整備

もきっちりとしていただきたいなという

ことで、要望させていただきます。

　先ほどの、河川の件なんですけれども、

国交省のほうも手を焼いているというの

は、私も存じ上げておりまして、地域の

自治体に河川の運営の管理を委託しよう

かという話もあると聞いております。な

かなか市のほうの受け入れ体制もできな

いというようなお話も聞いている中で、

やはり、全部、場所は違いますけれども、

摂津市の市域の中にある河川部の部分で

ございますので、やはりひっくるめた状

態で先日の本会議でもございましたよう

に、体力、運動能力が非常に高い市でご

ざいますので、子どもたちの運動施設の

ためにも、やはりそういったことも検討

していただきたいということで要望させ

ていただきます。

○山本靖一委員長　他に質疑はございま

せんか。

　原田委員の質疑において副市長の決意

を求める話がありました。本会議で市長

がご答弁されていますが、それでもとい

うことなら副市長の出席を要請しますが。

　原田委員。

○原田平委員　担当部長の決意というこ

とで了解しました。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午後２時２２分　休憩）

（午後２時５６分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　以上で議案第１号所管分、及び議案第

９号所管分の質疑を終わります。

　続いて、議案第５号、及び議案第１３

号の審査を行います。

　本２件のうち、議案第１３号について

は、補足説明を省略し、議案第５号につ
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いて、補足説明を求めます。

　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　それでは、議案

第５号、平成２３年度摂津市公共下水道

事業特別会計予算につきまして、目を追っ

て、主なものについて、補足説明をさせ

ていただきます。

　予算書の１２ページをお開き願います。

　まず、歳入でございますが、款１、分

担金及び負担金、項１、負担金、目１、

公債費負担金は、前年度に比べ、７８８

万円の減額となっております。これは、

吹田市、及び茨木市の下水が、一部本市

の公共下水道管に流入するため、両市よ

り当該公共下水道管の起債償還に合わせ

て負担金を徴収しているもので、起債償

還金の減少に伴い、負担金額が減少する

ことによるものでございます。

　目２、受益者負担金は、前年度に比べ、

１，３３７万円の減額で、これは賦課面

積の減少によるものでございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料は、前年度に比

べ、１，５４９万６，０００円の減額で、

これは、節水等に伴う需要減を見込んだ

ものでございます。

　項２、手数料、目１、下水道手数料は、

前年度に比べ、８万円の減額で、これは

登録件数の減少を見込んだものでござい

ます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、前年

度に比べ、１，６００万円の増額で、こ

れは事業量の増加に伴うものでございま

す。

　１４ページ、款４、繰入金、項１、目

１、一般会計繰入金は、前年度に比べ、

１１７万円の増額でございます。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返納

収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、前年度に比べ、５５万２，０

００円の減額で、これは貸し付け件数の

減少を見込んだものでございます。

　項２、目１、雑入は、前年度と同額で

ございます。

　款６、市債、項１、市債、目１、下水

道債は、前年度に比べ、１億８，１６０

万円の増額で、これは流域下水道事業債

及び資本費平準化債の増加によるもので

ございます。

　続きまして、歳出でございますが、予

算書の１６ページをお開き願います。

　款１、下水道費、項１、目１、下水道

総務費は、下水道業務課、及び下水道管

理課職員の人件費のほか、節１３、委託

料では地方公営企業法適用支援業務委託

料、節１９、負担金、補助及び交付金で

は、日本下水道協会などに対する負担金、

節２７、公課費では、消費税及び地方消

費税でございます。前年度に比べ、７４

９万４，０００円の増額で、これは主に

下水道法的化事業実施に伴う委託料の増

加によるものでございます。

　項２、下水道事業費、目１、下水道管

理費は、節１１、需要費では下水道施設

の維持管理に係る消耗品などでございま

す。

　１８ページをお開き願います。

　節１３、委託料では、公共下水道台帳

システム構築委託料、ポンプ場設備、親

水施設などの維持管理に係る委託料、下

水道使用料徴収事務委託料、及び管渠等

の調査委託料、節１５、工事請負費では

十三高槻線下水管移設工事、節１９、負

担金、補助及び交付金では、安威川流域

下水道維持管理負担金等、節２１、貸付

金では水洗便所改造資金貸付金でござい

ます。前年度に比べ、６，３０４万７，

０００円の増額で、これは主に公共下水

道管理事業に係る委託料、及び工事請負
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費の増加によるものでございます。

　目２、下水道整備費は、下水道整備課

職員の人件費のほか、２０ページに示し

ております節１３、委託料では、工事設

計外委託料など、節１５、工事請負費で

は公共下水道工事、節１９、負担金、補

助及び交付金では、安威川流域下水道建

設負担金、節２２、補償、補填及び賠償

金では、下水道工事に伴う水道管などの

移設費でございます。前年度に比べ、９，

０６４万９，０００円の増額で、これは

主に安威川流域下水道建設負担金の増加

によるものでございます。

　款２、公債費、項１、公債費、目１、

元金は公共下水道事業債、流域下水道事

業債及び資本費平準化債の元金償還金で、

前年度に比べ、９，３６４万９，０００

円の増額でございます。

　目２、利子は前年度に比べ、９，３４

４万７，０００円の減額でございます。

　２２ページをお開き願います。

　款３、予備費、項１、目１、予備費は、

前年度と同額でございます。

　なお、給与費明細書につきましては、

２４ページから３１ページに、債務負担

公費の調書につきましては、３２ページ

に、地方債に関する調書につきましては、

３４ページにそれぞれ記載しております

ので、ご参照賜りますようお願い申し上

げます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　原田委員。

○原田平委員　まず、公共下水道の公営

企業化に向けた取り組みであります。こ

れは、代表質問にも出ておりましたので、

重複しないように思うんですけれども、

了承願いたいと思います。

　下水道の整備にもめどがつきまして、

維持・管理の段階に入ってきたというこ

とであります。建設した下水道施設を適

正に維持し、市民の皆様に安定した下水

道サービスを提供するための経営効率化、

健全化を図る必要があるという立場から

そういう取り組みをしていこうというこ

とであります。今年度、平成２３年度で、

そういった形で関係費用が盛り込まれて

おりますが、具体的な取り組みの状況に

ついて、お願いをいたしたいと思います。

　それから、先ほども少し取り上げまし

たが、市街化調整区域の公共下水道の布

設の状況であります。２，４５０万円が

計上されていますが、これについてのご

説明をいただきたいと思います。

　１９ページの府道十三高槻線の下水道

管移設工事１，６００万円でありますが、

具体的にどのような工事なのかお教え願

いたいと思います。

　安威川流域下水道の負担金の問題であ

りまして、建設負担金で約１億９５万９，

０００円、そして維持管理負担金で６億

２，７７９万１，０００円が計上されて

いますが、今後の見通し、今後の支出の

状況も踏まえて、お考えをお聞きしたい

と思います。

　下水道使用料は、決算審査の委員会で

も申し上げましたが、かなり未収金があ

るということでありまして、１８億３，

５００万円の計上でありますが、この中

身等についてお尋ねいたしたいと思いま

す。

　続きまして、これは終わっているかも

わかりませんが、改善を取り組んでいた

だきましたテレメーターの取りかえ工事

の状況について、どんな状況になってい

るのかお尋ねいたしたいと思います。

　続いて、先ほども、若干質問いたして

おりましたが、東別府の公共下水道の建

設に伴います道路敷の問題や、あるいは
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今後のこの下水道の建設をどのようにし

ていこうとしておられるのか、お尋ねい

たしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　まず１点目の地

方公営企業法適用に向けた取り組み等で

ございますけども、今現在、平成２６年

度の法適用を予定しておりまして、それ

に向けて大きな作業としては、資産の調

査、評価業務、これが主な業務となって

くるわけでございまして、その業務に向

けまして、必要な資料、決算資料でござ

いますとか、工事台帳等の資料を収集し

ております。このほか、北摂各市も法適

用に向けて検討を進めておりまして、北

摂で有志が集まりまして、勉強会等も開

催している状況でございます。

　次に、下水道使用料、予算では１８億

３，５００万円としております。これは、

去年の平成２２年度の決算見込み額とほ

ぼ同額ということで、同額とした理由と

しましては、大規模開発等もございます

けども、節水等も依然として進行してい

る中で、そういった増加分と減少分とが

ほぼ相殺されるという見込みのもとに１

８億３，５００万円という金額を計上さ

せていただきました。その未収金でござ

いますけども、これにつきましては、各

年度で、相当大きな乖離がございまして、

１億円を超えるようなときもあれば、数

千万円でとどまるようなときもあると、

その大きな要因として水道部に収納され

る金額、銀行等からの振り込みがかなり

変動するということから、なかなかそれ

に対する収納額というのが見込めない状

況でございます。こういったことから、

現在は平成２２年度の決算見込みをベー

スにほぼ横ばいで推移するという予想の

もとに使用料を計上しておるところでご

ざいます。

　維持管理負担金について、私のほうか

ら説明をさせていただきます。今回、前

年度と比べまして、平成２３年度は数千

万円の増額となっております。その内容

としては、大きくは摂津ポンプ場におき

まして、修繕工事等が発生するというこ

とから、増額になっているということで

ございます。それ以外では燃料費等につ

いては若干へっています。

　中央水未来センターですとか、味舌ポ

ンプ場については、前年度より減少して

おりますけども、全体では先ほど言いま

したように摂津ポンプ場の補修工事等に

より前年度よりも増額しているという内

容でございます。

　また、淀川右岸の負担金として、退職

金、以前組合にプロパーで雇用された方

の退職金、これについても、前年度はな

かったんですけど、平成２３年度につい

ては発生するというということで増額と

なっております。

　その維持管理負担金の推移でございま

すけども、府から提示していただいてお

りますのは、ほぼ６億円を超えるような

水準で４、５年は推移するという大ざっ

ぱな見込み額が提示されているところで

ございます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　十三高槻線の下

水道の移設工事でございます。１，６０

０万円を計上させていただいております

けれども、これは道路構造物に支障とな

るために公共下水道の移設をするという

形で、既存に直径２５０ミリメートルの

管が６５メートルございます。それと直

径４００ミリメートルの管が４６メート

ルございます。その移設工事をする形で

計上させていただいております。

　続きまして、テレメーターの分ですけ

れども、以前からご指摘のありました平
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成１９年から常に５対向かえさせていた

だいておりまして、平成１９年、平成２

０年は富士の分でかえさせてもらってま

したけれども、平成２１年度からエムシ

ステムという形でかえさせてもらいまし

て、費用的にはかなり安くなっておりま

す。平成２２年度も材料だけはエムシス

テムを購入しまして、取りかえ等は指名

競争入札、６社で取りかえさせてもらっ

てます。平成２３年度も部品は消耗品で

購入いたしまして、取りかえは４交代、

４対向は、ポンプの専門業者の方、入札

して設置する予定をしております。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村下水道整備課長　それでは、原田

委員の質問について、答えさせていただ

きます。

　まず最初に、市街化調整区域の２，４

５０万円の委託についてでございますけ

れども、この委託につきましては、市街

化調整区域だけではございませんで、主

要事業に挙げておりますが、２点ござい

ます。

　まず１点目が、東別府雨水幹線の基本

設計に基づいて、東別府雨水幹線のルー

トの変更及び市道別府新在家線に計画し

ております公共下水道管の雨水管の見直

しを行うものでございます。これにつき

ましては、東別府雨水幹線で約８５０メー

トル、直径２，０００ミリメートルの管、

それから、市道別府新在家線内の管渠と

いたしまして、直径が７００ミリメート

ル、６００ミリメートルで４００メート

ルの変更を考えております。

　続きまして、市街化調整区域の分でご

ざいますけれども、これにつきましては、

摂津ポンプ場に流入いたします市街化調

整区域の雨水・汚水の認可区域の拡大及

び都市計画決定変更と、都市計画の認可

変更を予定しております。これにつきま

しては、番田水門の平成２７年での本格

稼働に向けまして、その内水を公共下水

道へ取り込むという形のものと、ここま

で平成２１年度末で汚水の人口普及率が

９７．１％とかなり高率になってまいり

ましたので、これを理由に市街化調整区

域の雨水をしないという理由にはもうな

りませんので、合わせて計画決定から認

可変更まで行いたいと思っております。

市街化調整区域につきましては、雨水管

約３，２００メートル、汚水管約３，７

００メートルを考えております。この２，

４５０万円の算出根拠でございますけれ

ども、これは国土交通省の都市地域整備

局から出ております下水道用設計標準歩

掛表、これにより算出いたしております。

　それから、続きまして、流域下水道の

建設負担金でございますけれども、建設

負担金の傾向といたしまして、更新事業

がほとんどを占めております。平成２２

年度におきましては、府の予算要求の段

階で５０％弱という査定がありましたけ

れども、来年度平成２３年度には、要望

額の１００％が認められたということを

聞いております。毎年５年間の建設負担

金の形を示されるわけでございますが、

平成２３年につきましては１億９５万９，

０００円、平成２４年は１億１，６００

万円、平成２５年が１億１，７００万円、

平成２６年が１億３，１００万円、平成

２７年が１億２，４００万円とかなり高

い額になっております。

　それから、東別府２丁目の汚水工事の

進め方でございますけれども、今月の３

月２９日に判決がございます。この判決

が確定いたしまして、市の主張が認めら

れたということになりますと東別府２丁

目の工事を開始していくことができます。

しかし、ここで決まらないということに

なりますと、先にお配りしております公
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共下水道の工事箇所図によりまして、東

別府２丁目はおいておきまして、残りの

部分をやっていくという形になります。

去年と本年度と同じ形になるんですけれ

ども、解決がつかないときは５月末とい

うのは次の解決にはならないと思います。

ですから、９月末までにつきました場合

には、移設だけでも先に済ませるという

形で進めてまいります。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　まず公営企業化に向けた

取り組みでありますが、公営企業会計に

入ってすぐ経営がよくなるという状況に

はならないと思います。そういった意味

でこの取り組みは非常に慎重にやらなきゃ

ならないというふうに思うわけでありま

す。勉強会もして、いろいろ取り組んで

いこうということでありますので、そう

いったいろんな情報を入れていただいて、

そして実施に向けた取り組み、特に本市

には水道部との協議も十分必要だろうと

思いますし、アドバイスも入れてあげな

がら、やるということをしていただきた

いというふうに思います。

　市街化調整区域の下水道の整備に向け

た取り組みということで、雨水対策とい

うのが必要でございますので、ぜひ一つ

やっていただきたいということをお願い

をしておきたいと思います。

　十三高槻線のこの下水道管移設は既存

の下水道管が、工事の支障になるため移

設がえしなくてはならないという状況で

す。まあ計画変更もあっただろうという

ように思います。

　流域下水道の負担金が非常に膨大になっ

てきていると、当初、安威川流域下水道

組合の関係から言えば、かなり当初の計

画よりも負担増が大きくなってきている

というふうに感じるわけです。具体的な

数字は、出しておりませんけれども、本

年度の予算書の数字を見ると、こんなに

負担がふえたのかなというふうに感じて

おるわけであります。先ほど平成２７年

度までで約５億５，０００万円ぐらいの

費用負担がふえてくるということであり

ます。これは、使用料、あるいは市で一

般会計からの繰り入れをやらないとやっ

ていけないというふうに思いますけれど

も、府とのそういった協議事項というの

はどういうふうになっているのか、再度

お尋ねをいたしたいと思います。

　下水道の使用料については未収金が１

億円余りを超える年もあるということで

ありますので、ぜひ未収金が出ないよう

に取り組みをしていただきたいと思いま

す。

　テレメーターにつきましても、あと１

年でございます。それで完成をするとい

うことでありますし、これまで経費節減

のために取り組んでいただいたことを評

価しながら、しっかりと取りかえ工事を

やっていただきたいと思います。

　東別府の公共下水道の建設であります

が、３月２９日の判決が確定すればそれ

でいいんですけれども、やはり相手方は

不服として、控訴すると思います。控訴

された場合については、再度また時間が

かかるということになってきます。前か

ら申し上げてますように浄化槽が非常に

傷んで、取りかえをしなきゃならない家

庭が何件か聞いておりますのでね、そん

な状況の中でやはり公共下水道を待ち望

んでおられます。そんな状況で判決がき

ちっとした形で出ればいいんですけれど

も、不服として控訴された場合の問題も

含めて、市の取り組みがどないなるのか

お尋ねいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　流域下水道の負

担金、維持管理費のほうでございますけ

－46－



れども、これは一元化によって、かなり

以前よりも下がるんではないかというよ

うなことを我々も期待しておりました。

一元化になったことにより効果額という

のははっきりと出ております。大きなも

のは消費税の効果、それから人件費等、

人員が減ったということの効果、大体本

市で４，０００万円ぐらいの効果額となっ

ております。人件費については、維持管

理費で反映されますけども、消費税につ

いては、額が減少しているというところ

に効果が出ていると考えております。維

持管理費が大きく減らない原因として、

１つはコークスの単価、これが大きく変

動するということ、さらに電気料等も１

円変われば３，０００万円ぐらい変わっ

てくるとも聞いておりますので、そういっ

た光熱費であるとか燃料費こういったも

のはなかなか削減しがたいところがある

のかと思います。ただ、言えることは一

元化しなければ先ほどの消費税の効果も

なかったわけで、当然一元化したことに

よって大きな効果が得られていると、た

だ当初予想していたよりも維持管理費と

して大きな減少がおきてないのは、今言

いましたように燃料費等、また補修工事

等こういったものがどんどんふえてきて

いるという状況によるものだと私は考え

ております。府のほうもそういうような

説明をしているところでございます。

　大阪府とどのような協議をしているか

ということでございますけども、実務者

会、これは担当レベルで、実務者レベル

での協議をしておりますし、さらに幹事

会等も行っております。その上に協議会

というものがございまして、こういった

３つの協議の場を設けた中で、各市がい

ろいろ府に対して意見を述べていくとい

う状況でございます。

○山本靖一委員長　藤井次長。

○藤井土木下水道部次長　それでは、東

別府の下水道工事で大きくかかわってお

ります道路用地の所有権移転という今現

在裁判を起こしておりまして、先ほどか

ら申し上げておりますように、この３月

２９日に判決が出るということが決まっ

ております。この判決を受けまして、判

決文を手に入れた日を含めまして２週間

以内というのが控訴の期限でございまし

て、これは双方にも言える話なんですけ

れども、万が一うちが全面勝訴しまして、

相手方が全面敗訴して、２週間以内に控

訴するということを考えますと、過去か

らの事例でいきますと、一審につきまし

ては非常に長くかかっております。おお

むね仮処分から含めまして１年半以上か

かっておるという内容なんですが、その

判決の内容にも大きく左右されますけれ

ども、控訴時間というのは、非常に短縮

されていくということが想像されます。

先ほど整備課長も申し上げましたように、

一応のところやはり５月というのはちょっ

としんどいかなと、万が一向こうが控訴

した場合なんですが、やはりめどとしま

すのは９月、お示ししましたように、本

会議初回の日に平成２３年度下水道整備

箇所を図面でお示ししましたように、東

別府が９月までに判決で固まれば、関係

します移設工事のほうに平成２３年度は

取りかかっていきたいと、それが無理で

あれば、また来年度２４年度になる恐れ

もあるということで、私どもの顧問弁護

士にも、こういう内容をお伝えしまして、

何とか下水道工事をできないかというこ

とを相談したわけなんですが、係争中の

土地については、できないというような

回答をもらっております。何とか勝てる

ようにと望んでいうような次第でござい

ます。

○山本靖一委員長　ほかに質問ありませ
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んか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　１点だけお聞きします。

公共下水道人口普及率が９７．１％になっ

てきました。それに伴う工事ついて、今

日まで合特法にのっとって、代替業務を

業者に渡していっておりましたけれども、

今後そういう代替業務とか、その補償の

問題はどうなるのか、この機会に聞いて

おきたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　し尿業者に対し

まして、以前から合特法を尊重した協定

書や覚書によって、代替業務を与えてき

たと、その期限が定まっていないという

ことから、いろいろ業者と協議をして結

論としては、そういった合特法の趣旨を

尊重した代替業務というのは、もう今現

在は行っておりません。今、木本興産株

式会社のほうに委託しております業務は、

平成１４年３月に株式会社浜野興業が突

然廃業してしまったと、年度末の押し迫っ

た中でそういったことになって、新年度

からのし尿処理をどうするんだというこ

とが大きな問題になったときに本市が木

本興産株式会社に、株式会社浜野興業の

エリアも収集してくださいというお願い

をした｡木本興産株式会社も本市の要望

を受け入れて、株式会社浜野興業の従業

員を４名雇用して、対応してくれたこと

に配慮して、一定期間、平成２２年度末

まで、公園ごみの収集であるとか、死獣

の処理であるとか、こういった従来の業

務をやってくださいということで今現在

行ってもらっています。ですから代替業

務に関しては、今現在は合特法の趣旨に

基づくものではございません。今現在、

合特法の趣旨を尊重しております補償と

しては、金銭補償というのがございまし

てこれは、下水道整備により、市の汲み

とり世帯が減少していくわけでございま

す。その減少した戸数に応じて、１件当

たり２万７００円の補償金を支払ってい

ると、これはあくまでも下水道整備によ

り減少するということでございまして、

今現在、し尿世帯は５７０世帯、定期で

収集しているところなんですけども、そ

の５７０世帯がすべて下水道整備により

減少すれば、今言った２万７００円とい

う単価を乗じた額を今後お支払いしてい

くことになりますけども、自然に、例え

ば家屋がなくなってしまったとか、こう

いったものは対象外ということに考えて

おりますので、最大で先ほどの補償金を

今後払う可能性があるということになり

ます。合特法の趣旨を尊重した補償とし

て、今現在行っておりますのは、この金

銭補償だけでございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　そうしたら、金銭補償

のみで、今現在、死獣とか公園のごみと

か、取っておる仕事について今後どうなっ

ていくのか、それは今のところ木本興産

株式会社がまだやっているんでしょう。

だからそういう点では、仮に摂津市の公

共下水が普及率１００％になったときに、

その代替業務はそれで打ち切りで終わり

になっていくのか、引き続いてそのまま

そういう公園ごみとか死獣とかそういう

処理については、やってもらうのか、そ

の辺はどうなんでしょう。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　今の代替業務で

すけども、今も公園ごみの収集に代わり

ますペットボトルの収集、これを代えて

おります。放置自転車の撤去作業、それ

と所有者不明の死獣の回収作業、この分

について、今現在実施している状況にご

ざいます。先ほど石川課長のほうが、申

し上げてますように合特法の趣旨を尊重
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した形での代替業務、これは形上、平成

１７年度で打ち切ったと、で平成１８年

度から平成２２年度という５か年、今年

度で終わりになるんですが、この５か年

につきましては、先ほど株式会社浜野興

業の話が出ております。その折に、余り

にも性急な内容でございまして、その取

り扱いに私どもも苦慮した状況でござい

ます。その中で、木本興産株式会社のほ

うが株式会社浜野興業の従業員も含めて

引き取っていただいて、その後ことなく、

し尿収集に従事していただいたと、その

ことに配慮した形で、５年間代替業務と

いうわけではありませんけれども、その

業務を継続していただこうと、平成２３

年度からの分につきましては、ペットボ

トルのほうにつきましては、もう既に環

境業務課のほうで委託という形のほうに

切りかえておられます。あと残ります放

置自転車の撤去作業、これが私どもの交

通対策課のほうで担当しておるんですが、

これにつきましては、一応競争の原理を

働かせた形の中で、非常にタイミング的

に難しい状況にはあるんですが、競争と

言いますか、見積もりによる競争という

ふうな形でさせていただこうかというふ

うには考えております。ただ今のところ、

まだ作業途中でございまして、最終的に

はまだこれでいくという結論には至って

いないという状況です。

　死獣の回収作業ですけれども、これは

今現在のところ健康推進課のほうで行っ

ておられるという状況でございます。聞

いておる状況の中では、同じように競争

の原理を働かせていくというふうに伺っ

ております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　今回、ごみ問題につき

ましては、従来の随意契約から競争入札

に切りかえられて、いろいろ見方はあり

ますけれども、１円差で落札されている

というようなケースもありますけれども、

一応形上は競争入札に切りかわっていっ

ています。そういう点では、今の放置自

転車の撤去業務につきましても、やはり

そういう代替業務からも離れて、きっち

りとほかのごみと同じように競争の原理

が働く入札方法に即刻切りかえていくべ

きだと思います。そういう点で、お考え

あるようでしたら、お聞かせください。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　今申し上げまし

たように私どもも、この業務につきまし

ては、平成２２年度で打ち切りますよと

いうことを明確にしておりますし、業務

につきましては、やはり競争の原理、こ

れは働かさざると得ない状況になってき

たと、これはもう認識しているところで

ございます。ただ、先ほどちょっとやや

こしい言い方申し上げましたのは、この

放置自転車の撤去作業、これをしている

業者がいかほどあるかということに、今

手間取っている状況でございまして、収

集運搬ですから、運搬業という形のもの

を業種とされているところであれば、可

能なのかなと思うんですが、なかなか作

業に当たりましては、いろんな手間暇も

ございますし、それと車にも制限がござ

います。ですからそういう機器、そうい

うものをお持ちかどうかということも確

認していかなければならないので、今手

間取っているという状況の表現をさせて

いただいた次第でございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　この放置自転車の回収

業務については、当初、確か、日本通運

がやっておったんではないかと思います。

それが今の業者に変わっていったんです

けども、その変わったときには、入札等

をやられて変えられたのか。あるいは、
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何らかの事情で変えられたのか。その辺

の経過を、私は十分承知をしておりませ

んが、そういう点では、十分、対抗複数

業者が必ずあると思っておりますし、そ

ういう点では、競争入札は可能ではない

かなと思うんですけれども、その辺の考

え方について、もう一度お答えください。

○山本靖一委員長　宮川部長

○宮川土木下水道部長　確かに、以前、

私も承知しているのは、日通がやってお

られた。これは重々知っているんですが、

そのときに競争入札でされておったのか、

どういうふうな形でおったのかというの

が、今のとこ、よく掌握していない状況

でございます。一度そこらも確認した上

で、その当時、どういうふうなやり方を

されていたかということも今後短い期間

ではありますけれども、整理していきた

い。もう一つは、先ほど申し上げました

ように、そういう業をなしているところ、

周辺、近隣都市も確認した上で、その業

者さんが本市の入札参加の中に登録され

ているかどうか、そういうところも含め

まして、選定してまいりたいとこのよう

に考えておるわけでございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　日通がやっておられて、

木本興産株式会社に変わった経過がわか

らないということですけれども、行政と

して取り組んできた業務の形態を変える

ときに、どういう経過で変えたというこ

とは、やっぱり担当部で十分承知してお

くべき問題だと思うんですけども、その

辺は下土木水道部として、部長だけでは

なしに、その辺の経過を知っておられる

方もいらっしゃると思うので、その辺答

えられる方がいらっしゃったらお答え願

いたいと思います。

○山本靖一委員長　藤井次長。

○藤井土木下水道部次長　先ほどから話

題になっておりました合特法に適用した

ものではないんですけれども、一連の木

本興産株式会社に対しまして、５年とい

う期限をもちまして、自転車撤去業務を

やっていただいたという特命事項でござ

います。そのときの状況で申し上げます

と、木本興産株式会社におかれましては、

自転車撤去に伴います緑ナンバーをつけ

たトラックがなかったということでござ

いまして、急遽そういうような登録もさ

れまして、そういうふうな業務に対応で

きるような措置を講じていただいて、木

本興産株式会社に５年間やっていただい

たということが経過でございます。今年

度末でその業務が終了するということで

ございますので、先ほど部長から申し上

げておりますように、次年度の平成２３

年度以降につきましては、どういうふう

な形で発注していこうか、市内の業者の

方を当然優先してやっていきたいという

ふうに考えておりますけれども、何せ先

ほど言いましたように、運搬業務という

ようなことで、運輸局への登録車両を使っ

てもらわなければならないということと、

あと人を張りつけてもらわなきゃならな

い等々の問題がございまして、受けてい

ただけるかどうかもわかりませんけれど

も、何せ競争の原理を働かせていただき

たいとこう考えております。

○山本靖一委員長　この場で暫時休憩し

ます。

（午後３時４２分　休憩）

（午後３時５９分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　木村議員の質問に対しては、後刻資料

を整理して、改めてきちっとした答弁を

求めたいと思います。

　ほかに質疑があればお受けしたいと思

います。

　大澤委員。
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○大澤千恵子委員　１つだけお聞きした

いんですけれども、まず南千里丘の駅前

のマンションが非常に売れ行きもよくて、

９０％を超えているというようなお話が

ございます。その中で、マンションにつ

いているディスポーザーシステムが、衛

生処理に悪影響を及ぼすことがないのか

というところをお聞かせいただきたいと

思います。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　この南千里丘の

ディスポーザー設置物件へは、この３月

から入居されておりまして、５８６戸の

入居でございます。検査は、去年に終わっ

ております。このシステムでございます

が、生ごみを粉砕しまして、これを排水

処理槽で処理しまして、その排水を公共

下水道へ排除する機器で処理するという

形で、この処理は、社団法人日本下水道

協会によるディスポーザー排水設備処理

システムの性能に合った機器でございま

して、評価機関によって、適合されたも

ので、設置されています。この設置に合

わせまして、提出された計画に維持管理

を適切に行う、計画書等の提出もござい

まして、保守点検、水質検査等も行って

いただくようになっております。それで、

その中に維持管理誓約書も提出していく

ことになっておりまして、その誓約書の

中には、維持管理計画に従いますと、そ

れと第三者に譲渡したときには、継承し

ます。それと専門の維持管理業者に維持

管理業務委託契約を締結します。水質の

検査も行います。そしてその結果報告を

作成し、本市に提出いただくと、それで、

最後本市に行う指示には、協力するとい

う形になっておりまして、ただまだこの

３月入居で実際生物処理の槽ですけども、

水質検査等もまだできる状態じゃありま

せんので、入居がかなり始まってから、

一度水質等の検査はしてみたいなと思っ

ておりますので、また水質検査等をした

ときには、また報告には伺いたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　ディスポーザーシス

テムの契約というか、そういったものは、

今ご説明いただいたんですけれども、当

初、私がお聞きしたときに、汚泥ではな

くドライだというようなお話だったんで

すけども、一応汚泥になったということ

をお聞きしました。そのあたりがどうな

のかということと、その汚泥処理に関し

ても、業者負担になる締結ができている

のかというようなところも合わせてお聞

かせください。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まず、浄化槽の

汚泥は一般廃棄物でございまして、この

廃棄物は、以前は、この２月に一般廃棄

物の処理計画書というのができまして、

以前までは、本来は一般廃棄物は市で処

理しなければならないんですけれども、

何分含水比が高いということで、そちら

の焼却場でも焼却はできないということ

でございました。今は汚泥の処理につい

ては、関係課で検討をしました結果、発

生する汚泥が少量と認められるというこ

とで、市において収集運搬を行いまして、

本市の環境センターで焼却するというこ

とになっております。ですから一般廃棄

物は、直営で行うのが基本となりますの

で、今現在、南千里丘のディスポーザー、

今のところ一つだけですので、少量です

ので、直営のほうで収集運搬処理をする

という形に２月から変わっております。

○山本靖一委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　この少量というのは、

一体どのぐらいの量をおっしゃっている
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のかということと、それから、ディスポー

ザーをつけたことによって、つけた受益

者負担というか、そこの部分を実際には

市が、一般廃棄物で処理でするというこ

とになると思うんですけど、そのあたり

もう一度お聞かせください。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　あとは一般処理

関係になってまいりますので、これ以上

の話になってきますと、一般廃棄物処理

等の許可等を与えますのが、環境業務課、

環境センターのほうになってまいります

ので、ちょっと私のほうでは、これ以上

のことはちょっとお話しすることはでき

ないんです。

○山本靖一委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　じゃあ、最後にその

環境業務課とのディスポーザーに関する

処理の問題に関しては、連携がとれてい

るということでよろしいでしょうか。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　はい。

○山本靖一委員長　本日はこの程度にと

どめたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　本日は散会いたしま

す。

（午後４時６分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長山　本　靖　一

　建設常任委員　原　田　　　平
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